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ト ッ プ レ ベ ル の 舞 台 芸 術 創 造 事 業 と は 、 国 か ら の 補 助 金

（ 文 化 芸 術 振 興 費 補 助 金 ） を 財 源 と し て 、 我 が 国 の 舞 台

芸 術 の 水 準 を 向 上 さ せ る 牽 引 力 と な っ て い る ト ッ プ レ ベ

ル の 芸 術 団 体 が 国 内 で 実 施 す る 舞 台 芸 術 の 創 造 活 動 を 助

成 す る も の で す 。  

トップレベルの舞台芸術創造事業  
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事務手続きの流れ事務手続きの流れ  

～募集から助成金の支払まで～～募集から助成金の支払まで～  

⑪助成金支払申請書の提出 

⑩実績報告書の審査・確認 

 助成金の額の確定 

 助成金の額の確定通知 

②助成金交付要望書の提出 

①助成対象活動の公募 

芸芸芸   術術術   団団団   体体体   日本芸術文化振興会日本芸術文化振興会日本芸術文化振興会   

⑫支払申請書の審査 

 助成金支払の決定・交付 

⑦助成金交付申請書の審査 

 助成金交付の決定 

 助成金交付決定通知 

③助成金交付要望書の審査 

 助成対象活動の内定 

④助成交付内定通知 

⑤要望取下げ 

⑥助成金交付申請書の提出 

⑨助成対象活動終了後 

 実績報告書の提出 

⑧申請取下げ 

 
運 営 

委員会 
舞台芸術等 

部   会 
専 門 

委員会 

付託 

→ 

← 
報告 

付託 

→ 

← 
報告 

諮問 

→ 

← 
答申 

振興会 

理事長 
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項   目  時    期 内    容 

①助成対象活動の公募 
平成２３年 

９ 月 下 旬 

 助成金の交付の対象となる活動（以下「助

成対象活動」という。）や手続き等について

説明会等でお知らせします。 

②助成金交付要望書の提出 
平成２３年 

１１月中旬 

 助成金の交付を希望する方は、助成金交付

要望書（以下「要望書」という。）を提出し

てください。 

③助成金交付要望書の審査 

 助成対象活動の内定 

平成２４年 

３ 月 下 旬 

 提出された要望書の内容を審査し、助成対

象活動及び交付しようとする額を内定しま

す。審査の詳細については、Ｐ８を参照して

ください。 

④助成金交付内定通知 ３ 月 下 旬 

 助成対象活動に内定した団体（以下「内定

者」という。）に対して交付内定通知により

通知します。不採択となった団体にも同時に

審査結果を通知します。 

⑤要望取下げ ４ 月 上 旬 

 助成金交付の内定後に、何らかの理由で助

成金の必要がなくなった場合は、助成金交付

要望取下げ書を提出してください。 

⑥助成金交付申請書の提出 ６ 月 中 旬 

 内定者が内定を受諾した場合、助成金交付

申請書（以下「申請書」という。）を提出し

てください。 

⑦助成金交付申請書の審査 

 助成金交付の決定 

 助成金交付決定通知 

７月～９月 

 申請書の内容を審査し、助成金を交付すべ

きと認めたときは、内定者に交付決定通知書

により通知します。 

⑧申請取下げ 随 時 

 助成金交付の決定を受けた団体（以下「助

成対象者」という）が後に、何らかの理由で

助成金の必要がなくなった場合は、助成金交

付申請取下げ書を提出してください。 

⑨助成対象活動実績報告書 

 の提出 
随 時 

 助成対象活動終了後に助成対象活動実績報

告書（以下｢実績報告書｣という。）を提出し

てください。 

⑩実績報告書の審査・確認 

 助成金の額の確定 

 助成金の額の確定通知 

随 時 

 実績報告書の内容を審査し、適正に活動が

終了したと認められるときは、交付すべき助

成金の額を確定し、確定通知により通知しま

す。 

⑪助成金支払申請書の提出 随 時 

 確定通知を受けた助成対象者が助成金の支

払いを申請する場合には助成金支払申請書を

提出してください。 

⑩支払申請書の審査 

 助成金支払の決定・交付 
随 時 

 助成金支払申請書の審査の後、助成対象者

に対して助成金を交付します。 
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 平成２４年４月１日から２５年３月３１日までを実施期間とし、以下の活動区分に該当す

るものが、助成の対象となります。 

分  野 ジ ャ ン ル 

音  楽 オーケストラ オペラ 室内楽 合唱 等 

舞  踊 バレエ 現代舞踊 民族舞踊 等 

演  劇 現代演劇 児童演劇 人形劇 ミュージカル 等 

伝統芸能 古典演劇（歌舞伎 人形浄瑠璃 能楽 等）邦楽 邦舞 雅楽 声明 等 

大衆芸能 落語 講談 浪曲 漫才 奇術 太神楽 等 

 次に掲げるような活動形態の場合には、一つの活動として取り扱います。  

○ 特定の出演者等が、特定の演目について、原則として同一の場所で数回にわたって公演  

 する場合。 

○ 特定の出演者等が、特定の演目について、各地を巡回して公演する場合。  

○ オーケストラ・室内楽団・合唱団等が定期的に行う演奏会、演芸等の定席公演等。  

○ 宗教的又は政治的な宣伝意図を有する活動。 

○ 慈善事業への寄付を目的として行われる活動。 

○ あらかじめ企画・制作されたものを購入する公演。（買い公演、招聘公演等） 

○ 文化庁の補助金や委託費等が支出される活動。 

○ 特定の企業名等を活動名に付す、いわゆる「名称冠公演」 

○ コンクール・コンテストを主たる目的とする活動。 

○ 教育研究を主たる目的とする活動。 

助成の対象となる活動 

助成の対象とならない活動 

 以下の活動は原則として助成の対象となりません。 

（注）企業からの協賛金等や民間の助成団体・地方公共団体からの助成金・補助金等の交付  

  を受ける活動については助成の対象となりますが、その場合必ず提出書類「団体概要」  

  の財政状況欄にその旨を記載してください。 

  （文化庁の補助金や委託費等による支援に申請する場合は事前に申し出てください。）  

助成金の仕組み助成金の仕組み  

～助成の対象と形態について～～助成の対象と形態について～  

助成の趣旨 

 我が国の舞台芸術水準を向上させる牽引力となっているトップレベルの芸術団体が国内で

実施する舞台芸術の創造活動を助成します。 
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 トップレベルの舞台芸術創造事業においては、原則として公演本番に必要な出演料、会場費

等についてはチケット収入等の自己収入で賄うものとし、脚本や演出、稽古等の公演本番以前

の芸術創造活動に必要な費目を限定して助成します。  

助成の形態 

 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」）の合計額の範囲内とします。助成金の額は

予算の範囲内で算定するので、助成対象経費の合計額が全て満たされるとは限りません。  

助 成 金  

自己収入等 

助成の対象になる経費 

○○○○費 

○○○○費 

…………… 

○○○○費 

助成の対象にならない経費 

○○○○費 

○○○○費 

経費が助成金

額を上回った場

合は自己収入

等で賄う必要が

あります。 

 助成の形態は下記の２種類からなります。 

 

（１）「公演単位支援型」 

 芸術団体の自主公演に係る創造活動について、一活動毎に採択して助成するものです。  

（注）公演単位支援型で応募する活動は芸術文化振興基金助成金に応募できません。  

（２）「年間活動支援型」 

 芸術団体の自主公演に係る創造活動について、複数の活動をまとめて採択して助成するもの

です。（年間活動支援型で採択されても応募した全ての活動が採択されるとは限りません。）  

 原則として予算の範囲内で３年間継続して採択します。ただし、毎年度継続のための審査を

実施します。継続審査の結果によっては、次年度の採択を行わない場合があります。また、次

年度以降の採択活動及び助成金の額についても継続審査を経て決定します。  

 なお、年間活動支援型で採択された場合、全ての公演が終了しなくても一定の金額の助成金  

を受領することが可能となる概算払や公演間の助成対象経費を一定の割合で流用することが可  

能となります。（概算払や流用を行うためには一定の条件を満たす必要や限度等があります。） 

 

（注）年間活動支援型で応募する場合、年毎に同一の応募分野において２つ以上の活動での応  

  募が必要です。 

   また、年間活動支援型で応募する団体は、芸術文化振興基金助成金における同一の応募  

  分野、並びに多分野共同等芸術創造活動に応募することはできません。 

助成金の額 
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 原則として、最近３か年間において、下記の回数以上の自ら主催する有料公演の開催実績を

有することが必要です。公演数は、原則として１作品を複数回上演した場合でも１公演としま

す。 

  また、それぞれの助成形態について以下の要件を満たしていることが必要です。 

 

（１）公演単位支援型 

 我が国の芸術団体であり、その芸術団体を構成するスタッフ・キャスト等に当該分野につい

て高い専門性があり、次の①～④のいずれかに該当し、かつ、上記の実績要件を充たすものと

します。 

 なお、伝統芸能分野については、専門性の高い実演家により構成され、伝統の保持・継続・

発展等を目的として活動している団体であることが必要です。 

 

 ① 特例民法法人並びに一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (※) 

  でスタッフ・キャスト等に芸術家を擁する団体 

 ② 特定非営利活動法人でスタッフ・キャスト等に芸術家を擁する団体 

 ③ 上記①、②以外の法人格を有する団体であって、原則として自ら一定数以上の実演家  

  を擁する団体 

 ④ 法人格を有しないが、次の要件をすべて充たしている団体 

    ア 主たる構成員が芸術家又は芸術団体であること 

    イ 定款、寄付行為に類する規約等を有し、次のウ～オについて明記されていること  

    ウ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること 

    エ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること 

    オ 団体活動の本拠としての事務所を有すること 

    カ 団体設立後３年以上の芸術活動実績を有すること 

助成の対象となる者 

分   野 ジャンル 公演数 

【音楽】 オーケストラ 自主公演 毎年 １０ 公演 

 オペラ 自主公演 毎年  ２ 公演 

 合唱 自主公演 毎年  ５ 公演 

 室内楽、その他 自主公演 毎年  ２ 公演 

自主公演 毎年  ２ 公演 【舞踊・演劇・伝統芸能・大衆芸能】      
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（２）年間活動支援型 

 我が国の芸術団体であり、その芸術団体を構成するスタッフ・キャスト等に当該分野につい

て高い専門性があり、次の①～③のいずれかの法人格を有し、かつ④及び⑤の要件並びに実績

要件を全て充たすものとします。 

 なお、伝統芸能分野については、専門性の高い実演家により構成され、伝統の保持・継続・

発展等を目的として活動している団体であることが必要です。 

 

＜法人格＞ 

 ① 特例民法法人並びに一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人    

  (※)でスタッフ・キャスト等に芸術家を擁する団体 

 ② 特定非営利活動法人でスタッフ・キャスト等に芸術家を擁する団体 

 ③ 上記①、②以外の法人格を有する団体であって、原則として自ら一定数以上の実演家を    

  擁する団体 

 

＜会計監査＞ 

 ④ 監事等、監査を行う者のうち、１名は外部の者であること。なお、外部の者は公認会計  

  士、税理士又は外部の企業等に所属し経理事務に５年以上従事している者でなければなら    

  ない（団体が会計事務を委託している者は「外部の者」には含まない。）  

   ただし、既に公認会計士、監査法人による外部監査を受けている団体はこの限りではな     

  く、監事等の要件を充たしているものとして取り扱う。 

  

 ⑤ 財務諸表等を公表し、ホームページへの掲載、事務所に備え付け一般からの要望があれ  

  ば常に閲覧することができる状態にしていること。 

 

 （注）１１月１８日以降に④の要件を満たす予定の団体は、平成２３年１２月３１日がその  

 期限となります。また、１月以降に監事等の就任状況についての確認を行います。  

※法人区分について 

＜特例民法法人＞ 

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第42条第2項

に規定する特例民法法人 

 

＜一般社団法人・一般財団法人＞ 

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）に規定する一般社団法

人及び一般財団法人 

 

＜公益社団法人・公益財団法人＞ 

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）に規定する公

益社団法人及び公益財団法人 
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応募のあった活動については、振興会理事長から運営委員会へ助成対象活動の採択について

諮問を行います。これを受けて運営委員会から部会へ、さらに専門委員会へと順次調査審議の

付託が行われます。 

専門委員会の審査は、各専門委員会ごとに審査の方法等について定め、各専門委員会に付託

された助成金交付要望書について、各専門委員が行う事前審査の結果をもとに、専門的見地か

ら合議により行われ、助成対象活動の選定が行われます。 

専門委員会での審査結果をもとに、各部会では採択すべき助成対象活動及び助成金額につい

て審議が行われ、この結果が運営委員会に報告されます。 

これを受けて運営委員会では慎重な審議が行われ、当該年度の助成対象活動と助成金の額が

決定され，振興会理事長に答申されます。 

応募内容の審査応募内容の審査  

～審査の仕組みと審査後の流れについて～～審査の仕組みと審査後の流れについて～  

（注）音楽・舞踊分野における審査・評価については、平成２３年６月に取りまとめられた「文化芸術活

動への助成に係る新たな審査・評価等の仕組みの在り方について（報告書）」に基づいて、新たな取り組

みを試行します。詳細については後日、当振興会ホームページ（http://www.ntj.jac.go.jp/）に掲載し

ます。 

審査の仕組み 

運
営
委
員
会 

運営委員会組織図  

舞台芸術等部会  

劇映画専門委員会 

記録映画専門委員会 

アニメーション映画専門委員会 

映画祭等専門委員会 

映像芸術部会  

地域文化・文化

団体活動部会  

地域文化活動専門委員会 

 

文化団体活動専門委員会 

文化財部会  文化財保存活用専門委員会 

音楽専門委員会 

舞踊専門委員会 

演劇専門委員会 

伝統芸能・大衆芸能専門委員会 

美術専門委員会 
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（１）審査結果の通知 

 応募された活動の審査結果については、平成２４年３月末に文書により採否に関わらず通知

します。 

 

（２）助成金交付申請書の提出  

 内定者がこれを受諾した場合には、申請書を所定の期間内に振興会に提出する必要がありま

す。振興会は、申請書の内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、助成金の交付決

定をし、内定者に交付決定通知書により通知します。 

 

（３）助成金の額の確定  

 助成対象者は、助成対象活動完了後に、実績報告書を所定の期間内に振興会に提出する必要

があります。 

 振興会は、実績報告書の内容を審査し、当該助成対象活動の成果が助成金の交付の決定の内

容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金

の額の確定通知書により、助成対象者に通知します。 

 

（４）助成金の交付  

 助成金の交付（支払）は、実績報告書を審査の上、助成金の額の確定後に行います。（支払

は銀行振込となります。）ただし、年間活動支援型で採択された団体については、一定の要件

を満たしていれば概算払を受けることが可能となります。 

 

（５）事後評価の実施  

 助成対象者は、助成対象活動終了後において、振興会が別途定める自己評価書等の提出を通

じて、事後評価を受けることとなります。 

 

 （注）全体のスケジュールについては「事務手続きの流れ」(Ｐ２、３)を参照してください。  

助成金の経理 

  実績報告書提出時には、計上している全ての経費について、内容を証明する書類 (銀行振込明

細書の写し等)の提出が必要となります。また、計上できる経費は原則として支払いが終了して

いる必要があります。未払いの経費は計上できません。 

 なお、助成対象経費の支払いは銀行振込を原則としてください。（経費の支払いが確実に行

われているかを確認する観点から、現金によらなければ支払いが行えない場合を除き、銀行振

込による支払いを行ってください。） 

審査後の手続きについて 
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調査等の協力 

 助成対象活動について、当振興会の職員等が公演等の調査を行うことや、団体の事務所に赴

いて助成対象活動の収入・支出に関する帳簿及び関係書類等の調査を行うことがあります。 

 また、本助成金は国からの補助金を財源に実施していることから、助成対象活動は会計検査

院による検査の対象となります。 

不正行為に係る処分 

 経費の虚偽申告や過大請求等による助成金の受給等の不正行為を行った場合には、交付決定

の取り消し、助成金の全部又は一部の返還、加算金の納付、不正内容の公表、助成金の交付停

止措置、補助金適正化法の罰則が課される場合があります。 

広報等への協力 

  助成金交付内定を受けた活動については、当該活動の実施に際して作成するポスター、チラ

シ、プログラム等に「文化芸術振興費補助金」である旨の記載及び文化庁シンボルマークの表

示をお願いしております。（助成を受けた活動を再演する際には、「平成２４年度文化芸術振

興費補助金（トップレベルの舞台芸術創造事業）」の記載及び文化庁シンボルマークの表示を

お願いします。） 

 また、その他にも当振興会の活動に関する広報協力を依頼することがありますのでご協力を

お願いします。 

 

＜表示例＞ 

 

      

      助成：文化芸術振興費補助金（トップレベルの舞台芸術創造事業） 

関係書類の保管 

 助成を受けた団体は、助成金交付に関する一連の通知、関係する帳簿、関係書類及び銀行振

込明細書等の証拠書類等を、助成金の交付を受けた年度の終了後、５年間保管しなければなり

ません。当振興会に提出した書類についても、必ず写しをとり保管するようにしてください。

（関係書類が保管されていない場合は交付決定を取り消すとともに助成金の返還を求める場合

があります。） 
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 要望書等の作成、提出にあたっては以下の項目を必ず確認してください。  

① 次頁の提出書類一覧のとおり、分野ごとに書類及び資料を各１部ずつ提出してください。  

② 要望書の様式は当振興会のホームページ（ http://www.ntj.jac.go.jp/suishin ）か   

 らダウンロードして使用してください。（困難な場合は，この募集案内にとじ込みの用紙で  

 も結構です。） 

③ 書類記入にあたっては「書類記入例」（Ｐ２０～）を必ず確認してください。  

④ 提出した書類については、その記載内容について振興会より問い合わせをすることがあり  

 ますので、必ず写しをとり保管するようにしてください。押印が必要な書類については、  

 押印後の書類の写しをとるようにしてください。なお、提出された書類は返却いたしません  

 ので、あらかじめご了承ください。 

⑤ 記載事項については、修正液等で修正しないでください。 

⑥ 全ての書類はＡ４版（片面のみ）に統一して提出してください。 

提出にあたっての注意事項 

提出書類及び提出部数 

要望書の提出要望書の提出  

～要望書の記入と提出書類について～～要望書の記入と提出書類について～  

要望書提出にあたっての留意事項 

 要望書の提出にあたっては以下の項目を必ず確認してください。 

① 年間活動支援型で応募する団体は、芸術文化振興基金助成金における同一の応募分野、並  

 びに多分野共同等芸術創造活動に応募することはできません。 

② 助成を受けようとする活動に関して、芸術文化振興基金助成金、文化庁が実施する他の支 

 援事業（国際芸術交流支援事業、芸術団体人材育成支援事業等）への応募はできません。  

③ 同一内容の活動の要望書を複数の分野に応募することはできません。 

④ 公演の開催時のみ組織される実行委員会等は、原則として対象団体とは認められません。   

 ただし、演劇・伝統芸能・大衆芸能の分野においては芸術上の中核となる者（プロデュー  

 サーを含む。）が存在して、継続的に公演活動を行っている場合は対象団体となり得るも   

 のとします。 

⑤ 要望書は助成金の交付を受けようとする活動の主催者が提出する必要があります。  

  また、同一の活動が複数の主催者により実施される場合には、当該活動の企画・制作及び 

 経理事務を担当するなど当該活動を統括し、責任をもって実施する主催者が要望書を作成   

 し、提出してください。また、チラシ、プログラム等の印刷物に当該活動の主催者であるこ 

 との明記が必要です。 

⑥ 応募時に提出した書類は審査資料となりますので、提出後変更が生じることのないよう、 

 その内容について十分検討の上、作成してください｡ 

  なお，助成金交付内定後に助成対象活動の内容、助成対象経費に重要な変更が生じている  

 と認められる場合は、助成金を減額し又は交付しないことがあります｡ 

http://www.ntj.jac.go.jp
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提出書類一覧 

（１）要望書 

  ① 総表（１部） 

    法人格を有する団体の場合は、社印とともに理事長や代表取締役等、代表者の正式な 

   印鑑で押印してください。 

  ② 個表（活動毎に１部） 

    各活動の詳細を記入してください。なお、次の事項に該当がある場合は、特記事項欄 

   に記入してください。 

    ・新たな創造活動（新作、新演出、新振付、翻訳初演等）の場合の制作意図及び再演計画 

    ・再演の場合の受賞歴及び受賞理由 

    ・海外で公演する予定がある場合の予定日時、国名及び会場名 

    ・すでに海外で公演を行い、評価された（受賞、新聞記事等）場合、その評価の概要  

  ③ 支出予算書（活動毎に１部） 

    各活動の助成対象経費を記入してください。他の経費を記入した場合は助成対象経費 

   として認められません。 

    記入にあたっては「助成対象経費一覧表（Ｐ１４～）」を必ず確認してください。  

  ④ 消費税等仕入控除額予算書（活動毎に１部）※課税事業者のみ  

    ③に記入した経費のうち消費税等の課税対象外となる経費について記入してくださ 

   い。免税事業者及び簡易課税事業者は提出する必要はありません。 

  ⑤ 収支計画書（活動毎に１部） 

    各活動の収支予算を記入してください。 

（２）団体概要（１部） 

  平成２３年１１月１日時点での団体の概要を記入してください。 

（３）個人略歴＜代表者＞（１部） 

  団体の代表者について記入してください。 

（４）個人略歴＜芸術上中核者＞（１部） 

  団体の当該分野における芸術上の中核となる者（芸術監督・プロデューサー等）について記入 

 してください。 

（５）活動方針・計画（１部） 

   団体の活動状況について記入してください。年間活動支援型に応募する場合は、別表も 

 提出してください。 

（６）会計状況調書（１部）※年間活動支援型での応募のみ 

   団体の会計状況について記入してください。年間活動支援型に応募する場合のみ提出して   

 ください。 

（７）規約等（１部） 

   以下より該当する規約等を提出してください。  

  ・法人格を有する団体 ：定款又は寄付行為 

   ・法人格を有しない団体：定款又は寄付行為に類する団体規約（※） 

   （※「助成の対象となる者」（４）ウ～オについて規定してあることが必要です。）  
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提出方法・期間 

【 住   所 】 〒１０２－８６５６  東京都千代田区隼町４－１   

独立行政法人日本芸術文化振興会  

基金部芸術活動助成課  

【 電 話 番 号 】  音 楽 ０３－３２６５－６３３８、６２１３ 

舞 踊 ０３－３２６５－６１９２ 

演 劇 ０３－３２６５－６１７８、６３０５ 

伝 統 芸 能 ０３－３２６５－６２１３、６３９４ 

大 衆 芸 能 ０３－３２６５－６３９４、６３３８ 

【 e - m a i l 】 geijutsu-nt@ntj.jac.go.jp 

【 Ｆ Ａ Ｘ 】 ０３－３２６５－７４７４ 

【問い合わせ時間】 午前１０時～午後６時（土・日・祝日を除きます。） 

（８）財務諸表（１部） 

   決算終了した直近の年度の財務諸表（貸借対照表、損益計算書等）を提出してください。 

 

（９）公演実績資料（１式） 

    主催として日本国内で有料で公演した実績を確認できる資料（チラシ等）を一式提出して  

 ください。（各応募分野により必要な公演の開催実績は異なりますので、「助成の対象とな  

 る者（Ｐ６）」を確認してください。） 

  企画制作したが主催ではない公演及び第三者から依頼を受けて行った公演（いわゆる売り    

 公演等）は、実績要件に該当しないものとします。 

 

（１０）新聞評等（１枚）  

  新聞評、写真、チラシ等（Ａ４サイズ1枚）を添付することができます。 

（１）提出期間 

  平成２３年１１月７日（月）～１１月１８日（金）消印有効 

 

（２）提出方法 

  〈簡易書留〉による郵送のみとします。 

 

（３）要望書の記入についての相談期間 

   平成２３年１０月２４日（月）～平成２３年１１月４日（金）まで（土・日・祝日を除  

 く）、要望書の記入についての相談期間とします。期間中は電話・ＦＡＸ・来訪（必ず事前  

 に電話にてご連絡をお願いします。）にてご相談ください。 

 

（４）提出及び問い合わせ先 
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費 目  項 目 細 目 

稽古・音楽 

・文芸費   

稽古費 稽古料、稽古場借料 

音楽費 

コレペティ料、合唱指揮料、稽古ピアニスト料、 

楽譜借料、写譜料、楽譜製作料、作詞料、 

作曲料、編曲料、作調料、音楽製作料 

文芸費 

演出料、演出助手料、振付料、振付助手料、  

脚本料、台本印刷料、脚色料、補綴料、翻訳料、 

構成料、舞台監督料、舞台監督助手料、 

舞台美術デザイン料、人形美術デザイン料、 

照明プラン料、衣裳デザイン料、音楽プラン料、

音響プラン料、映像プラン料、特殊効果プラン料、 

バレエマスター・バレエミストレス、 

原語指導料、言語指導料、方言指導料、 

剣術指導料、所作指導料、合唱指導料、 

著作権使用料、ライセンス料、ロイヤリティ 

会場・舞台費  

会場費 会場使用料、附帯設備使用料 

舞台費 

大道具費、小道具費、道具スタッフ費、 

衣裳費、装束料、衣裳スタッフ費、 

履物費、かつら（床山）費、 

照明費、照明スタッフ費、 

音響費、音響スタッフ費、 

映像費、特殊効果費、機材借料 

助成対象経費一覧表助成対象経費一覧表  

～計上可能な経費について～～計上可能な経費について～  

 支出予算書に計上可能な経費は下表の通りです。下表に記載がない経費は助成の対象と

なりません。各細目の詳細について次頁の助成対象経費の詳細を確認してください。 

※伝統芸能・大衆芸能分野における特例として、上記の稽古費、音楽費、文芸費、会場費及

び舞台費を計上しない場合には、公演本番にかかる「出演費」を計上することができます。 

助成対象経費 
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助成対象経費の詳細 

稽古費 稽古料 

 出演者が稽古するにあたってその者に支払う対価（交通費・日当等除く）。本読

み、顔合わせ以降を対象とし、1日あたりで稽古費を算出している場合は４０日を上

限とする。なお、個人的練習及びアンダーについては対象としない。 

  稽古場借料 

 出演者が稽古するにあたって必要となる稽古場借料。本読み、顔合わせ以降を対

象とし、日数は４０日以内。なお、事務所と一体となった稽古場を年間を通じ借上げ

している場合は、床面積按分を行うこと。 

音楽費 コレペティ料 
 オペラ（コンサート形式を含む）において、稽古、管弦楽パートをピアノで演奏し、

声楽出演者に助言を行う者（コレペティ）に支払う費用。 

  合唱指揮料  稽古に際しての合唱指揮を行った者に支払う費用。 

  稽古ピアニスト料  稽古に際してのピアノ伴奏を行った者に支払う費用。 

  楽譜借料  楽譜の借料。 

  写譜料  楽譜を写すために必要な対価。 

  楽譜製作料 
 公演に際し、総譜（スコア）やパート譜を新たに製作しなければならない場合にお

いて、それらの製作に係る経費（写譜料含む）。 

  作詞料  作品中に使われる楽曲に付す詞を新たに作る経費。 

  作曲料 
 公演のために新たに作曲したことに対する対価。対象はチラシ等に作曲として記

載された者のみ。 

  編曲料 
 元々存在する楽曲などを、上演するために手を加えるにあたっての対価。対象は

チラシ等に編曲として記載された者のみ。 

  作調料 
 伝統芸能において、公演のために新たに作調したことに対する対価。対象はチラ

シ等に作調として記載された者のみ。 

  音楽製作料  演目中に使用する楽曲の録音等に要する費用。 

文芸費 演出料  演出に係る対価。対象はチラシ等に演出として記載された者のみ。 

  演出助手料  演出家を補佐する人員に要する費用。 

 構成料 
 上演内容の構成を行った者に対する対価。対象はチラシ等に構成として記載され

た者のみ。 

 振付料  振付に係る対価。対象はチラシ等に振付として記載された者のみ。 
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文芸費  振付助手料  振付家を補佐する人員に要する費用。 

  脚本料  脚本執筆に係る対価。対象はチラシ等に脚本又は作として記載された者のみ。 

  台本印刷料  台本の印刷に係る費用。 

  
脚色料 

補綴料 

 元々存在する小説などを、上演するために脚本にすること、または元々ある戯曲

や脚本に手を加えることに対する対価。台本に手を加えて不足などを補うにあたり

対価として支払う費用。対象はチラシ等に脚色、補綴として記載された者のみ。 

  翻訳料 
 脚本等を翻訳するにあたっての対価。対象はチラシ等に翻訳として記載された者

のみ。パンフレット原稿に係る翻訳を除く。 

  舞台監督料  舞台監督に係る費用。対象はチラシ等に記載された者のみ。本番は除く。 

  舞台監督助手料  舞台監督を補佐する者に係る費用。本番は除く。 

  舞台美術デザイン料  舞台美術に係るデザインに対する対価。対象はチラシ等に記載された者のみ。 

 人形美術デザイン料   人形美術に係るデザインに対する対価。対象はチラシ等に記載された者のみ。 

  照明プラン料  照明に係るプランに対する対価。対象はチラシ等に記載された者のみ。 

  衣装デザイン料  衣装に係るデザインに対する対価。対象はチラシ等に記載された者のみ。 

  音楽プラン料  音楽に係るプランに対する対価。対象はチラシ等に記載された者のみ。 

  音響プラン料  舞台音響に係るプランに対する対価。対象はチラシ等に記載された者のみ。 

  映像プラン料  映像に係るプランに対する対価。対象はチラシ等に記載された者のみ。 

  特殊効果プラン料  特殊効果に係るプランに対する対価。対象はチラシ等に記載された者のみ。 

  
バレエマスター・ 

バレエミストレス 
 バレエにおいて作品に精通し、芸術監督や振付家を補佐する助手に係る費用。 

  

原語指導料 

言語指導料 

方言指導料 

剣術指導料 

所作指導料 

合唱指導料 

 これに係る指導料。 

 

著作権使用料 

ライセンス料 

ロイヤリティ 

 作品や楽曲の使用料。 

会場費 会場使用料 
 仕込みから公演前日までに係る会場使用料。自己が所有又は管理する会場につ

いては計上不可。 
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出演費 出演料 

 伝統芸能、大衆芸能の公演に係る出演料の一部（重要無形文化財保持団体又は

重要無形文化財（総合認定）保持者が半数以上出演している公演については２／

３、その他の団体は１／２）。なお、出演料を計上した場合、それ以外の経費の計上

は不可。対象は原則としてチラシ等に出演として記載された者のみ。 

会場費 付帯設備使用料  仕込み～公演前日までに係る付帯設備使用料。 

舞台費 大道具費 

 大道具の製作・借用に要する費用。材料費、外注費等を対象する。なお、芸術団

体のスタッフについてはスタッフ費に計上すること。借料については公演前日までに

係る分のみ。 

  小道具費 

 小道具の製作・借用に要する費用。材料費、外注費等を対象とする。なお、芸術

団体のスタッフについてはスタッフ費に計上すること。借料については公演前日まで

に係る分のみ。 

  道具スタッフ費  大道具、小道具の製作人員に係る費用。公演前日までに係る分のみ。 

  
衣装費 

装束料 

 衣装の製作・借用・直しに係る費用。材料費、外注費等を対象とする。なお、芸術

団体のスタッフについてはスタッフ費に計上すること。公演前日までに係る分のみ。 

  衣装スタッフ費  衣装・装束の製作・直しに係る人員に係る費用。公演前日までに係る分のみ。 

  履物費  履物に係る費用。スタッフ人件費、借料については、公演前日までに係る分のみ。 

  かつら（床山）費 
 かつら（床山）に係る費用。スタッフ人件費、借料については、公演前日までに係

る分のみ。 

  照明費  舞台照明に係る費用（プラン料除く）。借料については、公演前日までに係る分のみ。 

  照明スタッフ費  上記スタッフ費。公演前日までに係る分のみ。 

  音響費  舞台音響に係る費用（プラン料除く）。借料については、公演前日までに係る分のみ。 

  音響スタッフ費  上記スタッフ費。公演前日までに係る分のみ。 

  映像費 
 舞台上で使用する映像に係る費用（プラン料除く）。公演記録、広告用スチール写

真等は含まない。 

  特殊効果費 
 舞台上で使用する特殊効果に係る費用（プラン料除く）。稽古（GP含む）に係る部

分のみ。 

  機材借料  特殊効果等に要する機材に係る借料。公演前日までに係る分のみ。 

※稽古から本番まで同一の者に発注している場合、請求書等において稽古と本番に分かれた内訳が必要。 

※給与制による出演者・スタッフ人件費については、以下の方法により積算すること。なお、従事日数について、他の公演の業務に従事する場合は、 

必ず案分すること。 

  記載できる金額＝年間給与額／（Ａ）×従事日数   

  （Ａ）＝就業規則等で定める日数（就業規則が定まっていない団体においては、２６０日（週５日×５２週）） 

  ・年間給与額  

   活動が行われる前々年度の決算額とする。但し、その内訳としては基本給与の他、賞与、家族手当、通勤手当、社会保険料や法定福利費（事業   

  主負担分）とし、退職手当引当金や事務的経費（事務職員経費及び会議手当等）、法定外福利厚生費等については含めないものとする。 
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※その他事務所経費、職員給与、事務機器・事務用品等購入・借用費、交際・接待費、備品購入費

等も認められない経費です。 

費 目  項 目 細 目 

出 演・音 楽・

文芸費 

出演費 
指揮料、演奏料、ソリスト料、合唱料、舞踊家・

俳優出演料等 

音楽費 調律料等 

文芸費 総監督料、監修料、企画制作料等 

会場費 
自ら設置し又は管理する会場施設において公演活

動を行う場合の会場使用料 

  会場・舞台費  
舞台費 舞台スタッフ費、字幕費、メイク費等 

運搬費 道具運搬費、楽器運搬費等 

 謝金 
原稿執筆謝金、翻訳謝金、会場整理員謝金、 

託児謝金等 

 旅費 交通費、宿泊費、日当等 

謝 金・旅 費・

宣伝費 
通信費 案内状送付料等 

 宣伝費 
広告宣伝費（新聞、雑誌、駅貼り）、入場券販売

手数料等 

 印刷費 
プログラム印刷費、入場券印刷費、ポスター印刷

費等 

 記録費 録画費、録音費、写真費等 

 
助成の対象とならない経費（例） 



提出書類 ※要望書等提出時のチェックリストとしてご利用ください 

                                               チェック✓ 

 

 

 

助成金交付要望書 

総表（１部） □ 

個表（活動毎に１部） □ 

支出予算書（活動毎に１部） □ 

消費税等仕入控除税額予算書（活動毎に１部） 

※課税事業者のみ 
□ 

収支計画書（活動毎に１部） □ 

 

 

 

 

 

その他必要書類 

団体概要（１部） □ 

個人略歴〈代表者〉（１部） □ 

個人略歴〈芸術上中核者〉（１部） □ 

活動方針・計画（１部） □ 

活動方針・計画（別表）（１部） 

※年間活動支援型に応募する場合のみ 
□ 

会計状況調書（１部） 

※年間活動支援型に応募する場合のみ 
□ 

役員名簿等（１部） 

※会計状況調書「確認事項 ２．監査を行う者」の 

  要件①に該当する場合のみ。 

□ 

規約等（１部） □ 

財務諸表（１部） □ 

公演実績資料（１式） □ 

※Ｐ１２～１３を確認してください。 

 次ページ以降は「書類の記入例」となります。 

記入時の注意事項も併記していますので必ずご確認ください。 
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様式第１号（第３条関係） 

平成２４年度トップレベルの舞台芸術創造事業 

助成金交付要望書 

平成 23 年 11 月 日 
① 

独立行政法人日本芸術文化振興会理事長殿 

       〒***－**** 

住所（所在地）○○県○○市○○1－1 ○ビル○○号室 

団体名（主催者）一般社団法人 ○○○○ 

代表者職・氏名 理事長  ○○ ○○   印 

 

②

下記の活動を行いたいので、文化芸術振興費補助金による助成金交付要綱第３条の規定に基づき、助成金の交付を要望します。 

記 

【総表】 

応募分野 音楽 ・ 舞踊 ・ 演劇 ・ 伝統芸能 ・ 大衆芸能 

助成形態 公演単位支援型 ・ 年間活動支援型 

③ 

④ 
 

【活動一覧】 

個表番号 助成対象活動名 

１ 第○○回公演「○○○○」 

２ △△△文化会館定期公演 

３ 特別企画公演「□□□□」 

４ 
 

５  

６  

７  

８  

９  

１０ 
 

消費税等仕入控

除税額の取扱い 
課税事業者・免税事業者及び簡易課税事業者 

担 当 者 

所 属 ･氏 名 

 
電話 

           (内線  ) 

(時間外連絡先      )

ＦＡＸ  

⑥ ⑤ 

⑦ 

E-mail  

整理番号  

⑧
⑨ 

⑩  

※Ａ４サイズ１枚に収まるように作成してください。 

 

 

 

－20－ 

 



 

番

号 
項 目 記 入 要 領 

１ 年月日 要望書の提出年月日を記入してください。 

日付は11 月 7 日から 18 日のいずれかを記入してください。 

２ 郵便番号 

住所 

団体名 

代表者職・氏名 

団体の住所、団体名、代表者職・氏名を記入してください。 

住所は郵便物が必ず届くよう、郵便番号、都道府県名、マンション等の部屋番

号、「○○様方」も記入してください。 

団体内における役職名を記入し、必ず記名押印してください。 

書類「団体概要」と内容を同一にしてください。 

法人格を有する団体については、社印とともに、理事長等の代表者の正式な印

鑑を押印してください。 

３ 応募分野 該当する応募分野いずれか１つを○で囲んでください。 

同一内容の活動で複数の分野に応募することはできません。 

４ 助成形態 どちらか１つを○で囲んでください。 

活動が１つのみの場合、年間活動支援型での応募はできません。○○定期公演、

定席公演など一年を通して行われる活動であっても、公演単位支援型で応募し

てください。 

年間活動支援型にて応募した場合、自動的に公演単位支援型との併願となります。

年間活動支援型で不採択となった場合でも公演単位支援型で採択される場合

があります。 

なお、年間活動支援型で応募するには「同一の応募分野」で「２つ以上の活動」

が行われることが条件となります。 

５ 個表番号 活動の開始日が早いものから順に記入してください。長期公演については、 

最初に行われる公演の開始日を基準にして下さい。 

６ 助成対象活動名 チラシ等の広報に使用される具体的な活動名を記入してください。 

巡回公演の場合は「○○地域巡回公演」等と記入してください。 

７ 消 費 税 等 仕 入 控

除税額の取扱い 

どちらか１つを○で囲んでください。 

課税事業者は別紙「消費税等仕入控除額予算書（課税事業者用）」を提出して

ください。 

８ 担当者所属・ 

氏名 

実務担当者の所属・氏名を記入してください。 

複数人記載する場合は主に実務を行う者を先頭に記載してください。 

９ 電話 

ＦＡＸ 

E-mail 

それぞれ実務担当者の連絡先を記入してください。 

10 整理番号 振興会使用欄です。何も記入しないでください。 

他のページについても同様です。 
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 個表 

番  号 １ 活 動 名  

 

活 動 区 分 

 

 

分 野

 

音楽・舞踊・演劇・伝統芸能・大衆芸能 

 

ジャンル 

 

 ② 

①

③ 

（ ふ り が な ） 

助 成 対 象 活 動 名 

だい○○かいこうえん 「○○○○」 

 

     第○○回公演 「○○○○」 

助

成

対

象

活

動

の

目

的

及

び

内

容 

（趣旨・目的） 

 

実施時期・実施会場・所在地・実施回数） 

平成 24 年○月○日 ○○文化会館(○○県○○市) *回（仕込み ○月○日 ゲネプロ ○月○日）  

  平成 24 年○月○日 ○○ホール（○○県○○市） *回（仕込み ○月○日 ゲネプロ ○月○日） 

                                     合計 *ヶ所 *回公演 

（演目，曲目，幕構成，あらすじ，主な出演者，主なスタッフ等） 

  創作初演，新演出，新振付，翻訳初演，再演，その他（                ）］作品 

  ↑該当する作品内容を○で囲んでください。 

   

 

演目：「○○○○」 

あらすじ：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

企画・演出：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

脚本：○○○○ 

演出：○○○○ 

振付：○○○○                    

出演： ○○○○○役 ○○○○， ○○○○ 

    ○○○○○役 ○○○○， ○○○○ 

    ○○○○○役 ○○○○， ○○○○  他○○名 

  

舞台美術デザイン：○○○○ 

音響プラン：○○○○ 

舞台監督：○○○○（○○株式会社，東京） 

大道具：○○○○（株式会社○○○○，東京） 

小道具：○○○○（株式会社○○○○，東京） 

衣裳：○○○○（有限会社○○○○，大阪） 

かつら：○○○○（株式会社○○○○，京都） 

  

（特記事項） 

 

共催者名・後援者名 

協賛者名等とその役割 

共催：○○協会（共催金負担）、○○ホール（会場提供） 

    後援：○○県教育委員会（名義使用）、助成：○○財団（助成金、申請中） 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

整理番号  ⑨ 
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番号 項 目 記 入 要 領 

１ 番号 総表の個表番号に対応する番号・活動名を記入してください。 

２ 活動区分 該当する応募分野のいずれか１つを○で囲んでください。 

３ ジャンル 下記より該当するジャンルのいずれか１つを記入してください。 

音  楽：オーケストラ、オペラ、室内楽、合唱、その他 

舞  踊：バレエ、現代舞踊、民族舞踊、その他 

演  劇：現代演劇、児童演劇、人形劇、ミュージカル、その他 

伝統芸能：古典演劇（歌舞伎、人形浄瑠璃、能楽等）、邦楽、邦舞、雅楽、声明、その他

大衆芸能：落語、講談、浪曲、漫才、奇術、太神楽、その他 

４ 助成対象活動名 チラシ等の広報に使用される具体的な活動名とふりがなを記入してください。 

巡回公演の場合は「○○地域巡回公演」等と記入してください。 

５ 趣旨・目的 公演を行う目的、意義、助成を受けることによってどのような効果を上げることができる

かを簡潔に記入してください。 

必要に応じて別紙（Ａ４サイズ）を用いて作成しても結構です。 

６ 実施時期・実施会場・

所在地・実施回数 

会場所在地についても括弧書きで必ず記入してください。 

巡回公演や定期公演、定席公演、フェスティバルなど複数日程・会場で行われる活動

の場合は、全ての公演についての詳細を記載した別紙を添付してください。 

７ 演目、曲目、幕構成、

あらすじ，主な出演

者，主なスタッフ等） 

複数の演目・曲目がある場合は作品ごとに幕構成、おもな出演者・スタッフ等を記入し

てください。 

客演、外部スタッフの場合は氏名の後に所属団体及び所在地（都市名）を記入してく

ださい。 

創作初演作品については必ず「あらすじ」及び企画・演出内容を記入してください。 

経費を計上している出演者及びスタッフについては、できるだけ記入してください。 

次の事項に該当がある場合は、該当箇所を○で囲んでください。 

※創作初演、新演出、新振付、翻訳初演、再演等。 

８ 特記事項 本活動が、我が国の舞台芸術水準向上の直接的な牽引力となる理由を簡潔に記入

してください。また応募する活動について、次の事項に該当がある場合は、併せて記

入してください。 

・新たな創造活動の場合の制作意図及び以後の再演計画。 

・再演の場合の受賞歴及び受賞理由。 

・海外で公演する予定がある場合の予定日時、国名及び会場名。 

・既に海外で公演を行い、評価された（受賞、新聞記事等）場合、その概要。 

９ 共催者名・後援者

名・協賛者名等と

その役割 

活動に対する共催者や後援者等の具体的な役割を記入してください。 

企業からの協賛金等や民間の助成団体・地方公共団体からの助成金・補助金等に

ついては、申請中であっても必ず記入してください。 
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  支出予算書 

番号 １ 活動名  

  項目 細目 内訳（円） 予算（千円） 

助 
 

成 
 

対 
 

象 
 

経 
 

費 

稽古費 

稽古料 

 

稽古場借料 

**,***円×*名×**日        ***,*** 

**,***円×*名×**日      ***,*** 

*,***円（○ホール）×**回  ***,*** 

*,***

 

音楽費 
作曲料 

楽譜製作料 

***,*** 

***,*** 

***

文芸費 

脚本料 

演出料 

振付料 

舞台監督料 

音響プラン料 

舞台美術デザイン料

照明プラン料 

衣裳デザイン料 

***,*** 

***,*** 

***,*** 

***,*** 

***,*** 

***,*** 

***,*** 

***,*** 

*,***

会場費 
会場使用料 

附帯設備使用料 

**,***円×*名×**日        ***,*** 

**,***円×*名×**日      ***,*** 

***

舞台費 

大道具費 

小道具費 

衣裳費 

衣裳スタッフ費 

かつら費 

照明費 

照明スタッフ費 

音響費 

音響スタッフ費 

***,*** 

***,*** 

***,*** 

**,***円×*名×**日      ***,***

***,*** 

***,*** 

**,***円×*名×**日      ***,*** 

***,*** 

***,***円×*名×**日      ***,*** 

*,***

小計（Ａ） *,***千円

消費税等仕入控除税額計（Ｂ） 

※（Ｂ）＝｛ 小計（Ａ）－ 課税対象外経費計 ｝× ５／１０５ 
**千円

助成対象経費（Ｃ）                           

*課税事業者は税額を控除する(A)-(B)・免税事業者及び簡易課税事業者は(A) *,***千円

整理番号  

③

② 

①

※ 

④

⑤ 
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番号 項 目 記 入 要 領  

１ 番号 要望書の活動一覧から、活動に対応する個表番号・活動名を記入してください。 

２ 項目・細目 公演に係る経費のうち、「助成対象経費（Ｐ１４）」に記載のある細目を記入してくださ

い。 

一覧に記載が無い経費を計上した場合や、一覧と異なる名称で計上した場合は原則

として助成対象経費として認められません。 

一覧に記載がある細目であっても「○○費等」、「○○費・△△費」など、複数の経費を

合一して計上することも認められません。 

３ 内訳（円） 金額は円単位で記入してください。 

記入にあたっては細目毎に金額を最低限必要な金額で積算してください。 

単価や日数など、可能な限り具体的に記入してください。 

稽古日などについては助成対象として認められる期間・回数に制限があります。 

必ず「助成対象経費の詳細（Ｐ１５～）」を確認してください。 

４ 予算（千円） 金額は千円単位で記入してください。千円未満の額については切捨てとします。 

項目ごとに経費の合計を記入してください。 

５ 消費税等仕入 

控除税額計 

課税事業者は別紙「消費税等仕入控除額予算書（課税事業者用）」記載の金額を記

入してください。免税及び簡易課税事業者は記載する額を「０」としてください。 

 

 

※ 出演費の計上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝統芸能・大衆芸能のみ、稽古費の欄に出演費を記入することができます。 

ただし、出演費を計上した場合、稽古費を含め出演費以外一切の費用は計上できま

せん。 

助成対象経費として認められる額は出演費の総額から２分の１（重要無形文化財保持

団体又は重要無形文化財（総合認定）保持者が半数以上出演している公演について

は２／３）を乗じた額が上限となります。内訳欄には出演費の総額を記入し、予算欄に

は計算後の額を記入してください。 

（出演費の計上例） 

項目 細目 内訳（円） 予算（千円） 

出演費 出演料 10,000 円×10 人×10 回＝1,000,000 円 

5,500 円× 5 人×10 回＝ 275,000 円 

3,000 円× 5 人×20 回＝ 300,000 円 

          計 1,575,000 円 

助成対象経費：1,575,000 円×1/2=787,500 

787 千円 
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別紙「消費税等仕入控除税額予算書」（課税事業者用） 

 
①

番号 １ 

  項目 細目 内訳（円） 予算（千円） 

助 

成 

対 

象 

経 

費 

の 

う 

ち 

課 

税 

対 

象 

外 

経 

費 

稽古費 
(出演費)   

② 

音楽費 
  

文芸費 
  

会場費 
  

舞台費 
  

課 税 対 象 外 経 費 計 千円

  支出予算書の小計（Ａ） 千円

③ 

④ 

消費税等仕入控除税額計（Ｂ） 

 

※（Ｂ）＝｛ 小計（Ａ）－ 課税対象外経費計 ｝× ５／１０５ 

千円

整理番号 
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番号 項 目 記 入 要 領 

１ 別紙「消費税等仕入控

除税額予算書」 

（課税事業者用） 

課税事業者のみ提出する書類です。 

支出予算書と併せて確認し、額に誤りがないようにしてください。 

２ 番号 総表の個表番号に対応する個表番号を記入してください。 

３ 助成対象経費の

うち課税対象外 

経費 

支出予算書に記入した内訳のうち、不課税取引・非課税取引（消費税が課税されない

取引）を記入してください。 

国内取引のほとんどが課税取引になるため、記載する場合は必ず各団体の税理士等

に確認してください。 

４ 支出予算書の 

小計（Ａ） 

支出予算書に記入した予算の「小計（Ａ）」の額を記入してください。 
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収支計画書 

番号 活動名 第○○回公演 「○○○○」 

（収入）  

項 目  内 訳（円） 予算（千円） 項 目 内 訳（円） 予算（千円）

入場料収入 

○○劇場（座席数***席） **,*** 
協賛金 

協賛金 ○○社 ***,*** *** 

（前売）       

*,***円×**枚×**回  *,***,*** 

共催者負担金

○○協会負担金 *,***,*** *,*** 

（当日）       

*,***円×**枚×**回  *,***,***     

    

その他の収入

プログラム売上収入   *,***

補助金 ○○県補助金 *,***,*** *,*** *,***円×**部  *,***,***

・ ○○財団助成金 *,***,***     

助成金     

寄付金 
寄付金 ○○社 ***,*** *** 自己負担金 他事業収入より充当 **,***,*** **,*** 

    合 計 *,***,***

      

（支出）   

項 目 内 訳（円） 予算（千円） 項 目  内 訳（円） 予算（千円）

助成対象経費  *,***,***,*** *,***,*** 

助
成
の
対
象
と
な
ら
な
い
経
費 

謝 金

・ 

旅 費

・ 

宣伝費

会場整理員謝金 *人 ***,*** **,***

助
成
の
対
象
と
な
ら
な
い
経
費 

出 演 

・ 

音 楽 

・ 

文芸費 

 出演料     *人 *,***,*** **,*** 翻訳謝金 ***,***

 演奏料 ***,*** 交通費 *,***,***

 企画制作料 ***,*** 宿泊費 *,***,***

 監修料  ***,*** 案内状送付料 ***,***

    広告宣伝費 *,***,***

    チラシ印刷費 ***,***

    ポスター印刷費 ***,***

    記録録画費 ***,***

    記録写真費  ***,***

        

        

    

その他

の支出

オーディション経費 ***,*** ***

会 場 

設営費  

 会場使用料（当日） ***,*** *** 資料購入費  ***,***   

 舞台スタッフ費 ***,***     

 字幕費 ***,***     

 メイク費 ***,***     

        

        

          

    合 計   *,***,*** 

※Ａ４用紙１枚に収まるように作成してください。 整理番号 

⑰

⑯

⑮

⑭ 

⑬ 

⑫ 

⑪ 

⑩

⑨

⑧

⑦

⑥

⑤ 

④ 

③ 

② 

① 
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番号 項 目 記 入 要 領 

１ 収支計画書 活動全体の収支状況を把握するために提出していただくものです。 

内訳に記入する費目は具体的な費目及び積算内容を記入してください。 

２ 番号 総表の個表番号に対応する個表番号を記入してください。 

３ 入場料収入 想定している入場料収入を記入してください。 

併せて総席数、見込み入場率、単価を記入してください。 

４ 補助金・助成金 本助成金制度以外の補助金・助成金について記入してください。 

申請中の場合はその旨を括弧書きし、見込額を計上してください。 

５ 寄付金 活動への寄付金を募る場合は寄付金の目標額を、維持会員制度等による団体への寄

付金を活動に充当する場合はその予定額を記入してください。 

６ 協賛金 個人・法人からの協賛金について記入してください。 

７ 共催者負担金 共催者がいる場合は、共催者が負担する金額について記入してください。 

８ その他の収入 プログラム収入等、上記以外に活動の収入に計上する金額について記入してくださ

い。活動以外の台本・ＤＶＤ等の売上や、団体グッズなど活動に直接関係しない収入

については記入する必要はありません。 

９ 自己負担金 以下の通り、収入の合計と支出の合計の差額を記入してください。 

記入にあたっては資金調達方法を必ず記入してください。 

（自己負担金）＝（支出の合計）－（収入の合計） 

１０ 合計 支出の合計と額を一致させて下さい。 

１１ 助成対象経費 支出予算書に記入した小計（Ａ）の金額を記入してください。 

１２ 助成の対象と 

ならない経費 

助成対象経費以外の活動にかかる経費について記入してください。 

 

１３ 出演・音楽 

・文芸費 

⑫のうち、出演費、音楽費、文芸費に該当する経費について記入してください。 

１４ 会場設営費 ⑫のうち、会場設営費に該当する経費について記入してください。 

１５ 謝金・旅費 

・宣伝費 

⑫のうち、謝金、旅費、宣伝費に該当する経費について記入してください。 

１６ その他の支出 ⑫のうち、⑬、⑭、⑮に該当しない経費について記入してください。 

１７ 合計 収入の合計と額を一致させて下さい。 
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団体概要                                                （平成 23 年 11 月 1日現在） 

（ふりがな） 
いっぱんしゃだんほうじん○○○○ 

一般社団法人 ○○○○ 

団体コード （ふりがな）  ○○   ○○ 

 

理事長  ○○ ○○
 

団  体  名 代 表 者 職 ・ 氏 名 

 〒***‐**** 

 

○○県○○市○○1－1 ○ビル○○号室 

電 話 ○○‐○○○○‐○○○○ 

住所（所在地） ＦＡＸ ○○‐○○○○‐○○○○ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ･ｱﾄﾞﾚｽ http:// ・・・・・・・.com 

 

団体の種類 

 

特例民法法人 一般社団・財団 公益社団・財団 特定非営利活動法人 それ以外の法人 任意団体  

団体設立年月 年  月 法人設立年月 年  月 （主務官庁名：              ） 

目 
 
 

的 

 

 

組 
 
 

 

織 

役   職   員 団 体 構 成 員 及 び 加 入 条 件 等 

理事長      ○○○○ 

芸術監督     ○○○○ 

監事       ○○○○ 

事務局長     ○○○○ 

制作       ○○○○他*名 

会計       ○○○○他*名 

監査       ○○○○（公認会計士） 

（例）団体構成員（維持会員は除く） 

 個人 **人（団員**人 準団員**人） 

   団体 **団体  

    

主な構成員   ○○○○（演出） ○○○○（舞台美術） 

   加入の条件   ○○○○○○○○ 

沿 
 

革

 

 

理事長○○は、**年に団体を設立し活動開始。**年に○○と○○が合併し○○と名称変更・・・・ 

 

公 

演 

実 
績 

 平 成 ２ １ 年 度 平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ ３ 年 度 

 

文化庁又は 

振興会 

助成公演 

応募:文化庁○件  基金○件 

 

○○公演 *回（事業費 **,***千円）

       （観客動員数 *,***人）

〔文化庁  助成金額 *,***千円〕

応募：文化庁 件  基金 件 

 

応募:文化庁 件  基金  件 

 

上記以外の

団体が自ら 

主 催 し た 

公演・展示等 

 

○○公演 *回（事業費 **,***千円）

       （観客動員数*,***人）

 

○○公演 *回（事業費 **,***千円）

       （観客動員数*,***人）

 

○○公演 *回（事業費 **,***千円）

       （観客動員数*,***人） 

 

○○公演 *回（事業費 **,***千円）

       （観客動員数*,***人） 

 

○○公演 *回（事業費 **,***千円）

       （観客動員数*,***人） 

 

○○公演 *回（事業費 **,***千円）

       （観客動員数*,***人） 

企画制作し

たが主催で

はない公演

及び第三者

から依頼を

受けて行っ

た公演等（い

わゆる売り

公演等） 

 

○○公演 *回（事業費 **,***千円）

       （観客動員数*,***人）

 

○○公演 *回（事業費 **,***千円）

       （観客動員数*,***人）

 

○○公演 *回（事業費 **,***千円）

       （観客動員数*,***人） 

 

○○公演 *回（事業費 **,***千円）

       （観客動員数*,***人） 

 

○○公演 *回（事業費 **,***千円）

       （観客動員数*,***人） 

 

○○公演 *回（事業費 **,***千円）

       （観客動員数*,***人） 

計 *本（事業費    **,***千円） *本（事業費    **,***千円）  *本（事業費    **,***千円）

財

政

状

況 

総 収 入  **,***千円  **,***千円  **,***千円

総 支 出  **,***千円  **,***千円  **,***千円

当 期 損 益  *,***千円  △*,***千円  **,***千円

各種補助金

・助成金等 

受領実績 
（文化庁及び

振 興 会 の 支

援・助成を除

く） 

○○財団助成金  *,***千円   千円 ○○県補助金   *,***千円

○○市補助金 *,***千円

※Ａ４サイズ１枚に収まるように作成してください。 整理番号  

⑩ 

⑫ 

⑨ 

⑪ 

⑧ 

⑦

⑥
⑤ 

④ 

③

②

①
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番号 項 目 記 入 要 領 

１ 団体コード 振興会使用欄です。何も記入しないでください。 

２ 住所(所在地) 都道府県名から記入してください。ビル名、マンション名や号室についても必ず記入し

てください。 

３ 団体の種類 該当する項目を○で囲んでください。 

４ 目的 団体の設立目的等を記入してください。 

５ 組織＞役職員 常勤の役員、事務職員、技術職員及び監査担当者についてそれぞれの人数を「記入

してください。また、主な役職員については氏名まで記入してください。 

監査担当者は記入必須です。監査担当者が外部に所属している場合にはその旨を括弧書きし

てください。 

６ 団体構成員及び

加入条件 

団体構成員の人数、主な実演家（指揮者、振付家、ダンサー、俳優、落語家等）の氏

名を記入してください。また、名簿がある場合は添付してください（Ａ４サイズ）。 

７ 沿革 設立から現在までの組織の変遷、これまでに行った主な活動等を記入してください。 

重要無形文化財保持団体として認定された団体は、認定を受けた指定年月日を必ず

記入してください。 

８ 公演実績 

文化庁又は 

振興会助成公演 

応募件数を記入し、採択された公演の名称、公演回数、助成金額等を記入してくださ

い。 

「文化庁」は芸術創造活動特別推進事業、トップレベルの舞台芸術創造事業を、「基

金」は芸術文化振興基金助成金をそれぞれ表します。 

該当する応募分野の活動のみ記入してください。（音楽と舞踊など異なる応募分野の

活動をまとめて記入しないでください） 

９ 公演実績 

上記以外の団体が

自ら主催した公演 

上記以外の団体が自ら主催した公演について、公演回数や事業費、観客動員数を記

入してください。書ききれない場合は、主要なものを記入してください。 

該当する応募分野の活動のみ記入してください。（音楽と舞踊など異なる応募分野の

活動をまとめて記入しないでください） 

１０ 公演実績 

企 画 制 作 し た が

主催ではない公

演～ 

団体が企画制作したが主催ではない公演及び第三者から依頼を受けて行った公演等

（いわゆる売り公演等）について、公演回数や事業費、観客動員数を記入してくださ

い。書ききれない場合は、主要なものを記入してください。 

該当する応募分野の活動のみ記入してください。（音楽と舞踊など異なる応募分野の

活動をまとめて記入しないでください） 

１１ 財政状況 総収入は当該年度の団体の総収入額を、総支出は団体の総支出額を、当期損益は

団体の決算上の損益額をそれぞれ記入してください。 

平成 24 年度については予算額を記入してください。 

１２ 各種補助金・ 

助成金等 

地方公共団体及び民間の助成団体からの補助金・助成金等がある場合は必ず記入し

てください。 
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個人略歴（代表者及び芸術上の中核となる者（芸術監督・プロデューサー等）の個人略歴をそれぞれ作成してください。）   （平成 23 年 11 月 1日現在） 

氏名 （本名）ふりがな  ○○ ○○ 個人コード （芸名等）ふりがな  ○○ ○○ 性 別 男 ・ 女 

○○ ○○ 生年月   ****年 **月       ○ ○○    ○  

住所 （自宅）     〒***－**** TEL **－****－**** 

           ○○県○○市○○ *－*－* ○○ビル***号室 FAX **－****－**** 

（事務所・連絡先）〒***－**** TEL **－****－****（内線 ****） 

          ○○県○○市○○ *－*－* ○○ビル***号室 FAX **－****－**** 

現職 
一般社団法人 ○○○○ 芸術監督  

○○大学○○学部准教授 
（専門分野） 

舞踊家・振付家 

経歴 年   月 職 歴 ・ 芸 術 団 体 所 属 歴 等 

 ****年**月～****年**

月 
○○にて研修 

① ② ③

④

****年**月～****年**

月 
文化庁芸術家在外研修員 

****年**月～ ○○協会所属 

****年**月～ ○○大学○○学部准教授 

  

 
 

 
 

  

  

  

  

主 な 芸 術 活 動 歴 ・ 受 賞 歴 等 

⑤ 

年  月 主 な 芸 術 活 動 歴   年  月 主 な 受 賞 歴 等 

****年**月 ○○○「○○」出演 ****年**月 第*回○○賞新人賞受賞 

****年**月 ソロ公演「○○○」発表 ****年**月 第*回○○○賞受賞 

****年**月 劇団○○座「○○」振付   

****年**月 ○○ダンスカンパニー公演「○○」出演   

****年**月 ○○海外公演「○○」出演   

****年**月 「○○ダンスフェスティバル」に参加   

    

    

    

    

 
 

  

 
 

  

    

    

    

    

    

       整理番号  

⑥ 
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番号 項 目 記 入 要 領 

１ 氏名 本名を記入してください。 

２ 個人コード 振興会使用欄です。何も記入しないでください。 

３ 芸名 芸名等を記入してください。 

４ 住所 都道府県名から記入してください。ビル名、マンション名や号室についても必ず記入して

ください。 

５ 経歴 主な経歴を記入してください。書き切れない場合は,主要なものを記入してください。 

６ 主な芸術活動歴・受

賞歴等 

主な芸術活動歴を記入してください。書ききれない場合は、主要なものを記入してくださ

い。 
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次ページ以降は「活動方針・計画」、「会計状況調書」の記入上の注意となります。 

下表の通り、助成形態によって必要な書類が異なりますので、ご注意ください。 

 

 活動方針・計画 会計状況調書 

公演単位支援型 １枚目のみ提出 不要 

年間活動支援型 2 枚目（別表）も提出 提出 
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活動方針・計画 
 

団体名  

 

１．観客数を増やすための取り組みについて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．自己収入を増やすための取り組みについて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．助成金を得ることによって得られる効果（利益）を国民に還元するための取り組みについて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．団体の運営及び経理を適正に行うため（不正受給等の不正防止のため）の取り組みについて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号  

団体の運営及び経理を適正に行うため（不正受給等の不正防止のため）の取り組み

について具体的に記入してください。 

記入にあたっては、必ず内部監査体制及び外部監査体制について記入してくださ

い。 

助成金を得ることによって得られる効果と、それを国民に還元するための取り組み

について具体的に記入してください。 

例：学生料金の設定、地方での巡回公演等。 

入場料収入、寄付金、協賛金など自己収入を増やすための取り組みについて記入し

てください。 

維持会員制度などを設置している場合は会員数、会費等も併せて記入してください。 

団体の公演の主な観客層（世代、地域、上演ジャンルに関する知識の有無等）につ

いて記入し、その上で観客数拡大のための取り組み等について記入してください。 

過去の実績などがある場合は実施年度と併せて記入してください。 
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活動方針・計画（別表）（年間活動支援型） ① 

 

団体名  

                                 ※年間活動支援型で応募する団体のみ提出 

 活動名 ジャンル 日程 会場 予算（千円）

平 

成 

２ 

５ 

年 

度 

第○○回公演「○○○○」 現代演劇 ○月○日～○日 ○○劇場 *,*** 

△△△文化会館定期公演 児童演劇 ○月○日～○日 △△△文化会館 
*,*** 

特別企画公演「□□□□」 現代演劇 ○月○日～○日 ○○○劇場 *,*** 

     

     

     

     

合   計 
 

平 

成 

２ 

６ 

年 
度 

第○○回公演「○○○○」 現代演劇 ○月○日～○日 ○○劇場 *,*** 

△△△文化会館定期公演 児童演劇 ○月○日～○日  △△△文化会館 *,*** 

特別企画公演「□□□□」 現代演劇 ○月○日～○日 ○○○劇場 *,*** 

     

     

     

     

合  計 
 

今後３年間の活動方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号  

② ③ ④

⑥⑤ 

⑦ 
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番号 項 目 記 入 要 領 

１ 活動方針・計画（別

表）（年間活動支援

型） 

年間活動支援型で応募する団体のみ提出してください。 

平成２５・２６年度で助成を受けたい活動について記入してください。 

決定していない部分についても、可能な範囲で記入してください。 

計画については次年度以降の申請時には変更可能です。 

２ 活動名 ２５、２６年度に計画している活動名を記入してください。 

該当する応募分野の活動のみ記入してください。（音楽と舞踊など異なる応募分野の活動

をまとめて記入しないでください） 

３ ジャンル 下記より該当するジャンルのいずれか１つを記入してください。 

音  楽：オーケストラ、オペラ、室内楽、合唱、その他 

舞  踊：バレエ、現代舞踊、民族舞踊、その他 

演  劇：現代演劇、児童演劇、人形劇、ミュージカル、その他 

伝統芸能：古典演劇（歌舞伎、人形浄瑠璃、能楽等）、邦楽、邦舞、雅楽、声明、その他 

大衆芸能：落語、講談、浪曲、漫才、奇術、太神楽、その他 

４ 日程 予定している日程を記入してください。 

５ 会場 予定している会場を記入してください。 

６ 予算 予定している助成対象経費を記入してください。 

７ 今後３年間の活動 

方針 

今後３年間（２４～２６年度）の活動方針を具体的に記入してください。 

 

 



                                                    

平成２４年度 トップレベルの舞台芸術創造事業 

会 計 状 況 調 書（年間活動支援型） 

 

① 

       ※年間活動支援型で応募する団体のみ提出 

 
平成  年  月  日 

 独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 殿                    

 

                                〒 

住 所（所在地）  

 

 団体名（主催者） 

 代表者職・氏名  印 

②

 

当団体の会計状況について下記の通り確認します。 

 

記 

【 確認事項 】 

１．法人格 法人格を有していること 

法人格の種類 □ 特例民法法人    □ 特定非営利活動法人 

□ 一般社団・財団法人 

□ 公益社団・財団法人 

□ 株式会社      □ 有限会社 

その他（                 ） 

法人設立年 西暦    ○○○○年 

③

  

 

２．監査を行う者 次のいずれかの要件を満たしていること。 

 
 

要 件 該当 
記入 

箇所 

①監事等、監査を行う者のうち、１名は外部の者であること。 
※外部の者とは 公認会計士、税理士、又は外部の企業等に所属し 

経理事務に５年以上従事している者でなければならない。 
□ ① 

②平成２３年１２月３１日までに、①の要件を満たす予定であること。 □ ② 

 ③既に監査法人による外部監査を受けていること。 □ ③ ④
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①  監事等、監査を行う者のうち、１名は外部の者である。 

     

氏名 職名 

○○ ○○ 監事 

所属 △△監査法人（公認会計士） 

■ 外部監事等の業務内容（具体的に記入すること） 

監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。 

監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評

議会の終結のときまでとする。 

・・・ 

 

■ 外部監事等の経歴（要件を満たしていることが分かるように記入すること） 

※公認会計士、税理士、又は外部の企業等に所属し 経理事務に５年以上従事

していることが分かるように具体的に記入する。 

１９９０年より公認会計士として○○○○監査法人に所属。 

・・・ 

 

 

 

 

 

■ 必須添付資料  

※外部監事等の就任状況が分かる資料を添付すること 

  □ 公益法人の場合      役員名簿  

  □ それ以外の法人の場合   登記簿 等 

⑤ 

⑥ 

⑦
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②  平成２３年１２月３１日までに、①の要件を満たす予定である。 

     

実施予定日 １２月１日 

   予定している者  予定している職名 

○○ ○○ 監事 

⑧

所属 △△監査法人（公認会計士） 

■ 外部監事等の業務内容（具体的に記入すること） 

監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。 

監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評

議会の終結のときまでとする。 

・・・ 

 

■ 予定している外部監事等の経歴 

（要件を満たしていることが分かるように記入すること） 

※公認会計士、税理士、又は外部の企業等に所属し 経理事務に５年以上従事

していることが分かるように具体的に記入する。 

１９９０年より公認会計士として○○○○監査法人に所属。 

・・・ 

 

 

 

 

 

⑨ 

⑩

⑪ 
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③  既に監査法人等による外部監査を受けている。 

     

契約している監査法人等名  

○○○○ 

■ 外部監査の内容（具体的に記入すること） 

 

 

 

 

 

 

 

⑫

■ 直近の外部監査報告書の提出日 ○○○○年○月○○日 

⑬ 

 

 

３．財務諸表等 財務諸表等を公表していること。 

 

法定により作成している財務諸表等名（全て記入） 公表又は閲覧 

収支計画書 公 表   閲 覧 

貸借対照表 公 表   閲 覧 

正味財産増減計算書 公 表   閲 覧 

財産目録 公 表   閲 覧 

 公 表   閲 覧 

 公 表   閲 覧 

■ 公表又は閲覧の方法（具体的に記入すること） 

 ※ホームページで公表している場合はホームページのアドレスを必ず記入すること。 

 

 

 

⑭

   

担 当 者 

所 属 ･ 氏 名 

 電

話

(内線    )

(時間外連絡先         )

ＦＡＸ  

E-mail  

整理番号  
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番号 項 目 記 入 要 領 

１ トップレベルの舞

台芸術創造事業・

会計状況調書（年

間活動支型） 

年間活動支援型で応募する団体のみ提出してください。 

２ 代表者職・氏名 社印とともに、理事長等の代表者の正式な印鑑を押印してください。 

３ 法人格 該当する法人格の種類にチェックをしてください。その他の場合は（ ）に記入してくだ

さい。 

法人の設立年を記入してください。 

４ 監査を行う者 該当する要件にチェックをし、該当する書類箇所に記入してください。 

５ 外部監事等の名

前・職名 

外部監事等の名前を記入してください。 

法人における監事、監査役等の職名を記入してください。 

外部監事等の所属先を記入してください。 

６ 外部監事等の業

務内容 

外部監事等の業務内容を具体的に記入してください。 

７ 外部監事等の経歴 外部監事等の経歴を記入してください。 

「外部の企業等に所属し経理事務に５年以上従事している者」については要件を充た

していることが分かるように具体的に記入してください。 

外部監事の就任状況が分かるように役員名簿等の資料を添付してください。 

８ 実施予定日 監事の就任予定日を記入してください。 

９ 予定している外部

監事等の名前・職

名 

予定している外部監事等の名前を記入してください。 

法人における監事、監査役等の職名を記入してください。 

外部監事等の所属先を記入してください。 

10 外部監事等の業

務内容 

外部監事等の業務内容を具体的に記入してください。 

11 予定している外部

監事等の経歴 

予定している外部監事等の経歴を記入してください。 

「外部の企業等に所属し経理事務に５年以上従事している者」については要件を充た

していることが分かるように具体的に記入してください。 

外部監事の就任状況が分かる役員名簿等の資料については後日提出を求めます。 
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12 外部監査に係る契

約を締結している

監査法人等名 

外部監査に係る契約を締結している法人等の名前を記入してください。 

公認会計士個人との契約の場合は括弧書きして会計事務所の名称も併記してくださ

い。 

13 外部監査の内容

等 

外部監査の内容を具体的に記入してください。 

直近の外部監査報告書の提出日を記入してください。 

14 財務諸表等 法定により作成している財務諸表等名を全て記入してください。 

「財務諸表」と一括りにしての記載は認められません。 

公表又は閲覧の別を選択してください。 

財務諸表等の公表又は閲覧方法を具体的に記入してください。 

ホームページで公表している場合は必ずホームページのアドレスも記入してください。 

 



資料１ 

文化芸術振興費補助金による助成金交付要綱 

 

平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日  

独立行政法人日本芸術文化振興会理事長裁定 

 

（趣旨） 

第１条 文化芸術振興費補助金による助成金（以下「助成金」という。）の交付については，団体の

活動に対する援助を適正に実施するため，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）及び同法施行令（昭和30年政令第255号）に定めるもののほか，必要な事項を定

める。 

 

（助成の対象となる活動，経費等） 

第２条 助成の対象となる活動は，以下のとおりとする。 

（１）トップレベルの舞台芸術創造事業 

（２）映画創造活動支援事業（劇映画・記録映画・アニメーション映画） 

２ 助成の対象となる活動の実施期間は，毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

３ 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）及び助成金の額は，別に定める。 

 

（助成金交付要望書の提出） 

第３条 助成金の交付を受けようとする者は，あらかじめ，助成金交付要望書（様式第１号）及び消

費税等仕入控除税額予算書（別紙）を振興会の理事長（以下「理事長」という。）が定める期間内

に，理事長に提出するものとする。 

 

（助成対象活動の内定及び通知） 

第４条 理事長は，前条の規定による助成金交付要望書を受理したときは，芸術文化振興基金運営委

員会の議を経て助成金の交付の対象となる活動（以下「助成対象活動」という。）及び交付しよう

とする助成金の額を内定し，助成金交付内定通知書（様式第２号）により，助成金交付要望書を提

出した者に通知するものとする。 

 

（交付要望の取下げ） 

第５条 前条の規定による通知を受けた者（以下「内定者」という。）は，当該通知に係る助成金の

交付内定の内容またはこれに附された条件に不服があるときは，交付の内定の通知を受領した日か

ら10日以内に助成金交付要望取下げ書（様式第３号）により要望を取り下げることができる。 

２ 前項にかかわらず，内定者の自己都合により取り下げる場合は，その原因となる事実発生後，助

成金交付要望取下げ書により速やかに行わなければならない。 

 

（事情変更による内定の取消し等） 

第６条 理事長は助成金の交付内定をした場合において，天災地変その他交付の内定後生じた事情の

変更により，助成対象活動の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき，又は，内定者が
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助成対象活動を遂行することができなくなったとき（内定者の責に帰すべき事情によるときを除

く。）は，助成金の交付内定の全部若しくは一部を取消し，又は，その内定の内容を変更すること

ができるものとする。ただし，助成対象活動のうち既に経過した期間に係る部分については，この

限りではない。 

２ 理事長は，前項により取消し又は変更をした場合は，その取消し又は変更の内容を内定者に通知

するものとする。 

 

（交付申請書の提出） 

第７条 内定者は，第４条の規定による通知に係る助成金の交付内定の内容及びこれに附された条件

を受諾した場合には，助成金交付申請書（様式第４号）を理事長が定める期日までに，理事長に提

出しなければならない。 

２ 内定者は，前項に規定する助成金交付申請書を提出するに当たって，当該助成金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち，

消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金

額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た

金額の合計額に助成対象経費に占める助成金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入

控除税額」という。）に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、助成金の交付申

請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては，この限りでない。 

３ 理事長は，第１項に定める期日までに，助成金交付申請書の提出又は助成金交付要望の取下げが

ない場合には，第４条の規定による助成金の交付内定を取り消すことができるものとする。 

４ 理事長は，前項の規定による取消しをした場合には，助成金交付内定取消し通知書（様式第５号）

により，内定者に通知するものとする。 

 

（交付の決定及び通知） 

第８条 理事長は，前条第１項の規定による助成金交付申請書を受理したときは，その内容を審査の

うえ，助成金を交付すべきと認めたときは助成金の交付決定をし，助成金交付決定通知書（様式第

６号）により，助成金交付申請書を提出した者に通知するものとする。 

２ 理事長は，前項の交付決定を行うに当たって，前条第２項本文の規定により助成金に係る消費税

等仕入控除税額に相当する額を減額して助成金の交付申請がなされたものについては，当該消費税

等仕入控除税額に相当する額を減額して交付決定を行うものとする。 

３ 理事長は，次の各号に該当すると認めたときは，第４条の規定による助成金の交付内定の全部又

は一部を取り消すことができるものとする。 

 (1) 助成金の交付の要望，申請について不正の事実があった場合 

 (2) 助成対象活動の遂行が，助成金の交付内定の内容又はこれに附した条件に違反していると認

められる場合 

 (3) その他この要綱又はこの要綱に基づく定めに違反したと認められる場合 

４ 前項の規定による処分をした場合については，第７条第４項の規定を準用する。 

 

 

－45－  



（交付の条件） 

第９条 理事長は，助成金の交付内定又は決定をする場合において，助成金の交付の目的を達成する

ために必要なときは，交付の条件を附すことができるものとする。 

 

（交付申請の取下げ） 

第10条 第８条第１項の規定による通知を受けた者（以下「助成対象者」という。）は，当該通知に

係る助成金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは，交付の決定の通知を

受領した日から10日以内に助成金交付申請取下げ書（様式第７号）により申請を取り下げることが

できる。 

２ 前項にかかわらず，助成対象者の自己都合により取り下げる場合は，その原因となる事実発生後，

助成金交付申請取下げ書により速やかに行わなければならない。 

３ 前２項の規定による申請の取下げがあった場合は，既に行った当該申請に係る助成金の交付決定

はなかったものとみなす。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第11条 理事長は助成金の交付決定をした場合において，天災地変その他交付の決定後生じた事情の

変更により，助成対象活動の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき，又は，助成対象

者が助成対象活動を遂行することができなくなったとき（助成対象者の責に帰すべき事情によると

きを除く。）は，助成金の交付決定の全部若しくは一部を取消し，又は，その決定の内容若しくは

これに附した条件を変更することができるものとする。ただし，助成対象活動のうち既に経過した

期間に係る部分については，この限りではない。 

２ 理事長は，前項により取消し又は変更をした場合は，その取消し又は変更の内容を助成対象者に

通知するものとする。 

 

（計画の変更の承認） 

第12条 助成対象者は，助成対象活動の内容の変更（軽微な変更として別に定めるものを除く。）を

する場合には，あらかじめ，助成対象活動計画変更承認申請書（様式第８号）を理事長に提出し，

その承認を受けなければならない。 

２ 理事長は，前項の規定による助成対象活動計画変更承認申請書を受理した場合において，これを

審査し，変更を承認することを決定したときは，助成対象活動計画変更承認通知書（様式第９号）

により，助成対象者に通知するものとする。 

３ 理事長は，前項の場合において，助成金の額を変更する必要があると認めるときは，その額を変

更して交付決定をすることができる。 

 

（助成対象活動の中止又は廃止の承認） 

第13条 助成対象者は，助成対象活動を中止し，又は廃止しようとする場合には，あらかじめ，助成

対象活動中止・廃止承認申請書（様式第10号）を理事長に提出し，その承認を受けなければならな

い。 

２ 理事長は，前項の規定による助成対象活動中止・廃止承認申請書を受理した場合において，これ
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を審査し，中止又は廃止を承認することを決定したときは，助成対象活動中止・廃止承認通知書（様

式第11号）により，助成対象者に通知するものとする。 

 

（助成金の支払申請書の提出） 

第14条 助成対象者が，助成金の支払いを申請する場合には，助成金支払申請書（様式第12号）を理

事長に提出しなければならない。 

 

（助成対象活動実績報告書の提出） 

第15条 助成対象者は，助成対象活動が完了したとき（助成対象活動の廃止の承認を受けたときを含

む。）は，助成対象活動実績報告書（様式第13号）を理事長が定める期日までに，理事長に提出し

なければならない。 

２ 助成対象者は，前項に規定する助成対象活動実績報告書を提出するに当たり，助成金に係る消費

税等仕入控除税額が明らかな場合には，当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して実績報

告書を提出しなければならない。 

３ 理事長は，第１項に定める期日までに，助成対象活動実績報告書の提出又は助成金交付申請の取

下げがない場合には，第８条の規定による助成金の交付決定を取り消すことができるものとする。 

４ 理事長は，前項の規定による取消しをした場合には，助成金交付決定取消し通知書（様式第14号）

により，助成対象者に通知するものとする。 

 

（助成金の額の確定及び通知） 

第16条 理事長は，前条の規定による助成対象活動実績報告書を受理した場合において，これを審査

し，当該助成対象活動の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めた

ときは，交付すべき助成金の額を確定し，助成金の額の確定通知書（様式第15号）により，助成対

象者に通知するものとする。 

２ 理事長は，助成金の交付申請時において助成金に係る消費税等仕入控除税額が明らかなものでな

いものであって，助成金の額の確定時において当該消費税等仕入控除税額が明らかな場合には，前

項の額の確定において当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。 

 

（助成金の交付決定の取消し） 

第17条 理事長は，次の各号に該当する場合は，第８条第１項の規定による助成金の交付決定（第12

条第２項の規定による変更の交付決定を含む。）の全部又は一部を取り消すことができるものとす

る。 

 (1) 助成金の交付の要望，申請，計画変更及び実績報告について不正の事実があった場合 

 (2) 助成対象者が助成金を助成対象活動以外の用途に使用した場合 

 (3) 助成対象活動の遂行が，助成金の交付決定の内容又はこれに附した条件に違反していると認

められる場合 

 (4) 助成対象者が，第22条に規定する調査等を正当な理由なく拒み，妨げ又は忌避した場合 

 (5) その他この要綱又はこの要綱に基づく定めに違反したと認められる場合 

２ 前項の規定は，助成対象活動について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用が
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あるものとする。 

３ 前２項の規定による処分をした場合については，第15条第４項の規定を準用する。 

 

（助成金の返還） 

第18条 助成対象者は，助成金の交付申請時において助成金に係る消費税等仕入控除税額が明らかで

ないものであって，助成事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税

額が確定した場合には，速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書を理事長に提出しなければなら

ない。 

２ 理事長は，前項の報告書の提出が合った場合には，当該消費税等仕入控除税額に相当する額の全

部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 理事長は，交付決定の取消しをした場合及び第10条第2項の規定による助成金交付申請取下げ書

の提出があった場合において，当該取消し等に係る部分に関し，既に助成金が交付されているとき

は，期限を定めて，当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

４ 第16条の規定による交付すべき助成金の額を確定した場合において，既に額の確定額を超過した

助成金が交付されているときも同様とする。 

  

（公開による収入の納付） 

第19条 理事長は，助成事業の完了の日の属する年度の終了後５年間，助成事業により製作された映

画の公開により相当の収入があった助成対象者に対し，共同制作者及び自己負担分等を勘案し，助

成金交付額を限度として振興会に納付することを命ずることができる。 

 

（加算金及び延滞金） 

第20条 助成対象者は，助成金の返還を命ぜられたときは，その命令に係る助成金を受領した日から

納付の日までの日数に応じ，返還すべき金額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を

理事長に納付しなければならない。 

２ 前条の規定による助成金の返還期限は，返還命令の日から20日以内とする。期限内に納付しない

ときは，助成対象者は返還期限の翌日から納付の日までの日数に応じ，未納に係る金額につき年10.

95パーセントの割合で計算した延滞金を理事長に納付しなければならない。 

３ 理事長は，前２項の場合において，やむを得ない事情があると認めるときは，助成対象者の申請

に基づき，当該加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

（経理等） 

第21条 助成対象者は，当該助成対象活動に係る収入及び支出に関する帳簿類及び関係書類を備えな

ければならない。 

２ 助成対象者は，助成金交付に関する一連の通知，帳簿，関係書類及び領収書等の証拠書類等を，

助成金の交付を受けた年度の終了後５年間善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 

 

（調査等） 

第22条 理事長は，助成金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは，助成対象者に対し報
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告させ，又は振興会職員にその事務所等に立ち入り，帳簿書類等を調査させ，若しくは関係者に対

し質問させることができる。 

２ 理事長は，前項の規定による調査等により，当該助成対象活動が助成金の交付の決定の内容又は

これに附した条件に適合していないと認めるときは，助成対象者に対し，これに適合させるための

措置をとるべきことを指示することができる。 

３ 助成対象者は，前項の規定による指示を受けたときは，これを誠実に遵守しなければならない。 

 

（その他） 

第23条 この要綱に定めるもののほか，助成金の交付に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

（適用期日） 

第１条 この要綱は，平成２３年４月１日から適用する。 

 

 



資料２ 

文化芸術振興費補助金による助成金交付要綱取扱細則 

 

 
平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 

独立行政法人日本芸術文化振興会理事長裁定 

 

 
（通則） 

第１条 文化芸術振興費補助金による助成金（以下「助成金」という。）については、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び文化芸術振興費補助金

による助成金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定めるもののほか、次のとおり取り扱

うものとする。 

 
（助成金交付申請書の提出期限） 

第２条 交付要綱第７条第１項に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会理事長（以下「理事

長」という。）が定める助成金交付申請書の提出期日は、交付要綱第４条第１項に規定する助

成金交付内定通知を行った日から３か月以内とする。 

 
（交付決定の条件） 

第３条 交付要綱第９条の規定に基づき、助成金の交付決定において附す交付の条件を次のとお

り定める。 

(1) 助成対象活動の実施に関する一切の責任を助成対象者が負うこと。 

(2) 助成金を助成対象活動以外の用途に使用してはならないこと。 

(3) 助成対象活動が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、

速やかに理事長に報告し、その指示を受けること。 

(4) 助成対象活動に係る収入及び支出（予算及び決算）を明らかにするとともに、助成金の

収入・支出に関する帳簿及び関係書類を、助成金の交付を受けた年度の終了後５年間保存

すること。 

(5) 助成金の預金利子及び不用材等の売払代等、助成対象活動の遂行により生ずる収入金は、

助成対象活動の経費に充当すること。 

 
２ 理事長は、交付要綱第８条第１項の規定に基づく助成金の交付決定に際し、前項の条件を附

して通知するものとする。 
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（計画の軽微な変更） 

第４条 交付要綱第１２条第１項に規定する理事長の承認を必要としない助成対象活動の内

容の軽微な変更の範囲は、次のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 交付要綱第７条第１項に規定する助成金交付申請時における助成対象経費総額の２０％

を超えない額の変更（２０％を超える金額の変更であっても、その金額が１０万円に満た

ない場合の変更を含む。）をする場合。 

(2)  交付要綱第 7 条第 1項に規定する助成金交付申請時における活動の内訳毎に配分された

額のいずれか低い額の２０％を超えない額の相互間流用（２０％を超える金額の変更であ

っても、その金額が１０万円に満たない場合の変更を含む。）をする場合。 

 (3) 助成対象活動の目的及び助成金の交付条件に反しない場合であって、計画を変更するこ

とが、より効果的かつ効率的な助成目的達成に資する場合。 

 
（実績報告書の提出期限） 

第５条 交付要綱第１５条第１項に規定する理事長が定める助成対象活動実績報告書の提出期

日は、助成対象活動の完了の日（助成対象活動の廃止の承認を受けたときは当該承認の日）

から１か月以内又は翌年度４月１０日のいずれか早い日とする。 

 
附則 

 この取扱細則は、平成２３年４月１日から施行する。 
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文化芸術振興費補助金による助成金交付の基本方針 

 

 

                                            平 成 ２ ３ 年  ６  月 ２ ３ 日                

                                            芸術文化振興基金運営委員会決定 

 

 

 文化芸術振興費補助金（以下「補助金」という。）による助成は、以下のような基本方針

により行うものとする。 

 

１．補助金による助成は、我が国の芸術団体が行う芸術水準の向上に資すると認められる創

作性・芸術性の高い舞台芸術又は優れた日本映画の製作活動を対象とする。ただし、政治的、

宗教的宣伝意図を有するものは除く。 

  対象となる者は、音楽、舞踊、演劇、伝統芸能及び大衆芸能の公演活動若しくは映画の

製作活動を主たる目的とする団体とし、一定の要件を充たすものについて対象とする。 

 

２．補助金による助成は、毎年度、申請に基づき行うものとし、予算の範囲内で、芸術文化

活動に要する経費に対し、定額の助成金を交付する。 

  助成金の交付を通じ、我が国芸術水準の向上に資すると認められる創作性・芸術性の高

い舞台芸術又は優れた日本映画の製作など適切な助成効果が得られるよう配慮するものとす

る。 

  ただし、芸術文化団体等の自主性については、十分尊重されなければならない。 

 

３．補助金による助成は、多様な芸術文化活動を対象に行う必要があるが、次のような活動

に対して適切に配慮する。 

 （１）我が国の芸術水準の向上の直接的な牽引力となることが期待される優れた公演活動 

 （２）新たな創作活動（新作、新演出、新振付、翻訳初演等）や伝統的な音階や技法を用 

  いた新作公演等意欲的な公演活動 

 （３）大型公演、通年の定期公演、共同制作公演等相当規模以上の公演活動 

 （４）我が国の優れた映画の製作活動を奨励し、映画の振興を図るための日本映画の製作 

  活動 

 

４．補助金による助成は、国、地方公共団体等の施策及び民間の助成団体等の事業と共同し、 

又は分担するなど連携を図りつつ効果的に実施する。 

  その際、補助金の助成は、同一の芸術文化活動に対して芸術文化振興基金の助成並びに 

他の文化庁の助成と重複して行わないこととする。 

 

５．補助金による助成に当たっては、芸術文化活動の実態に応じて、効果的な運用に努める。 

 

６．採択された活動、助成金の額及び専門委員氏名について公表するものとする。 

 

 附 則 

 

（適用期日） 

 この方針は、平成２３年４月１日から適用する。 



資料４ 

独立行政法人日本芸術文化振興会法（抄） 

 

平成１４年１２月１３日法律第１６３号 

 

（振興会の目的） 

第３条 独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という。）は，芸術家及び芸術に関する団 

体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動その他文化の振興又は普及を図るための活動に対する 

援助を行い，あわせて，我が国古来の伝統的な芸能（第１４条第１項において「伝統芸能」という。） 

の公開，伝承者の養成，調査研究等を行い，その保存及び振興を図るとともに，我が国における現代の

舞台芸術（同項において「現代舞台芸術」という。）の公演，実演家等の研修，調査研究等を行い，そ

の振興及び普及を図り，もって芸術その他の文化の向上に寄与することを目的とする。 

 

（業務の範囲） 

第１４条 振興会は，第３条の目的を達成するため，次の業務を行う。 

１ 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。 

 イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演，展示等の活動 

 ロ 文化施設において行う公演，展示等の活動又は文化財を保存し，若しくは活用する活動で地域の 

 文化の振興を目的とするもの 

 ハ イ及びロに掲げるもののほか，文化に関する団体が行う公演及び展示，文化財である工芸技術の 

 伝承者の養成，文化財の保存のための伝統的な技術又は技能の伝承者の養成その他の文化の振興又 

 は普及を図るための活動 

 

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用） 

第１７条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）の規定（罰 

則を含む。）は，第１４条第１項第一号の規定により振興会が支給する資金について準用する。この場

合において，同法（第２条第７項を除く。）中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人日本芸術文化振

興会」と，「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長」と，同法第２条

第１項（第二号を除く。）及び第４項，第７条第２項，第１９条第１項及び第２項，第２４条並びに第

３３条中「国」とあるのは「独立行政法人日本芸術文化振興会」と，同法第１４条中「国の会計年度」

とあるのは「独立行政法人日本芸術文化振興会の事業年度」と読み替えるものとする。 
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資料５
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

昭和３０年８月２７日法律第１７９号

第１章 総則

（この法律の目的）

第１条 この法律は，補助金等の交付の申請，決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に

関する基本的事項を規定することにより，補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の

防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とす

る。

（定義）

「 」 ， 。第２条 この法律において 補助金等 とは 国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう

一 補助金

二 負担金（国際条約に基く分担金を除く ）。

三 利子補給金

四 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの

２ この法律において「補助事業等」とは，補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

３ この法律において「補助事業者等」とは，補助事業等を行う者をいう。

４ この法律において「間接補助金等」とは，次に掲げるものをいう。

一 国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で，補助金等を直接又は間接にその財

源の全部又は一部とし，かつ，当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの

二 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が，その交付の目的に従

い，利子を軽減して融通する資金

５ この法律において「間接補助事業等」とは，前項第一号の給付金の交付又は同項第二号の資金の融

通の対象となる事務又は事業をいう。

６ この法律において「間接補助事業者等」とは，間接補助事業等を行う者をいう。

７ この法律において「各省各庁」とは，財政法（昭和２２年法律第３４号）第２１条に規定する各省

各庁をいい 「各省各庁の長」とは，同法第２０条第２項に規定する各省各庁の長をいう。，

（関係者の責務）

第３条 各省各庁の長は，その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては，補助金等が国民から徴収

された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し，補助金等が法令及び予

算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

２ 補助事業者等及び間接補助事業者等は，補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で

まかなわれるものであることに留意し，法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付

若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならな

い。

（他の法令との関係）

第４条 補助金等に関しては，他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に特別

の定のあるものを除くほか，この法律の定めるところによる。

第２章 補助金等の交付の申請及び決定

（補助金等の交付の申請）

第５条 補助金等の交付の申請（契約の申込を含む。以下同じ ）をしようとする者は，政令で定める。

ところにより，補助事業等の目的及び内容，補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申

請書に各省各庁の長が定める書類を添え，各省各庁の長に対しその定める時期までに提出しなければ

ならない。

（補助金等の交付の決定）

第６条 各省各庁の長は，補助金等の交付の申請があつたときは，当該申請に係る書類等の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により，当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに

違反しないかどうか，補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか，金額の算定に誤がないかど

うか等を調査し，補助金等を交付すべきものと認めたときは，すみやかに補助金等の交付の決定（契

約の承諾の決定を含む。以下同じ ）をしなければならない。。

２ 各省各庁の長は，補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をす

るまでに通常要すべき標準的な期間（法令により当該各省各庁の長と異なる機関が当該申請の提出先

とされている場合は，併せて，当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該
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各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準的な期間）を定め，かつ，これを公表するよう努め

なければならない。

３ 各省各庁の長は，第１項の場合において，適正な交付を行うため必要があるときは，補助金等の交

付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

４ 前項の規定により補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするに当

つては，その申請に係る当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。

（補助金等の交付の条件）

第７条 各省各庁の長は，補助金等の交付の決定をする場合において，法令及び予算で定める補助金等

の交付の目的を達成するため必要があるときは，次に掲げる事項につき条件を附するものとする。

一 補助事業等に要する経費の配分の変更（各省各庁の長の定める軽微な変更を除く ）をする場合。

においては，各省各庁の長の承認を受けるべきこと。

二 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関

する事項

三 補助事業等の内容の変更（各省各庁の長の定める軽微な変更を除く ）をする場合においては，。

各省各庁の長の承認を受けるべきこと。

四 補助事業等を中止し，又は廃止する場合においては，各省各庁の長の承認を受けるべきこと。

五 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合において

は，すみやかに各省各庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。

２ 各省各庁の長は，補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場

合においては，当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り，その交付した補助金等の全部又は

一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。

３ 前２項の規定は，これらの規定に定める条件のほか，各省各庁の長が法令及び予算で定める補助金

等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨げるものではない。

４ 補助金等の交付の決定に附する条件は，公正なものでなければならず，いやしくも補助金等の交付

の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をするようなものであつて

はならない。

（決定の通知）

第８条 各省各庁の長は，補助金等の交付の決定をしたときは，すみやかにその決定の内容及びこれに

条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

（申請の取下げ）

第９条 補助金等の交付の申請をした者は，前条の規定による通知を受領した場合において，当該通知

に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは，各省各庁の長の定

める期日までに，申請の取下げをすることができる。

２ 前項の規定による申請の取下げがあつたときは，当該申請に係る補助金等の交付の決定は，なかつ

たものとみなす。

（事情変更による決定の取消等）

第１０条 各省各庁の長は，補助金等の交付の決定をした場合において，その後の事情の変更により特

別の必要が生じたときは，補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し，又はその決定の内

容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし，補助事業等のうちすでに経過した期

間に係る部分については，この限りでない。

２ 各省各庁の長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は，天災地変

その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要が

なくなつた場合その他政令で定める特に必要な場合に限る。

３ 各省各庁の長は，第１項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつた事務

又は事業に対しては，政令で定めるところにより，補助金等を交付するものとする。

４ 第８条の規定は，第１項の処分をした場合について準用する。

第３章 補助事業等の遂行等

（補助事業等及び間接補助事業等の遂行）

第１１条 補助事業者等は，法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他

法令に基く各省各庁の長の処分に従い，善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければなら

ず，いやしくも補助金等の他の用途への使用（利子補給金にあつては，その交付の目的となつている

融資又は利子の軽減をしないことにより，補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことにな

ることをいう。以下同じ ）をしてはならない。。

２ 間接補助事業者等は，法令の定及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い，善良な管理者の注

意をもつて間接補助事業等を行わなければならず，いやしくも間接補助金等の他の用途への使用（利

子の軽減を目的とする第２条第４項第一号の給付金にあつては，その交付の目的となつている融資又

は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになるこ
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とをいい，同項第二号の資金にあつては，その融通の目的に従つて使用しないことにより不当に利子

の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ ）をしてはならない。。

（状況報告）

第１２条 補助事業者等は，各省各庁の長の定めるところにより，補助事業等の遂行の状況に関し，各

省各庁の長に報告しなければならない。

（補助事業等の遂行等の命令）

第１３条 各省各庁の長は，補助事業者等が提出する報告等により，その者の補助事業等が補助金等の

交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは，その者に対し，

これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

２ 各省各庁の長は，補助事業者等が前項の命令に違反したときは，その者に対し，当該補助事業等の

遂行の一時停止を命ずることができる。

（実績報告）

第１４条 補助事業者等は，各省各庁の長の定めるところにより，補助事業等が完了したとき（補助事

業等の廃止の承認を受けたときを含む ）は，補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に。

各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定

に係る国の会計年度が終了した場合も，また同様とする。

（補助金等の額の確定等）

第１５条 各省各庁の長は，補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合に

おいては，報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により，その報告に係る補助事業

等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査

し，適合すると認めたときは，交付すべき補助金等の額を確定し，当該補助事業者等に通知しなけれ

ばならない。

（是正のための措置）

第１６条 各省各庁の長は，補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合に

おいて，その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適

合しないと認めるときは，当該補助事業等につき，これに適合させるための措置をとるべきことを当

該補助事業者等に対して命ずることができる。

２ 第１４条の規定は，前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。

第４章 補助金等の返還等

（決定の取消）

第１７条 各省各庁の長は，補助事業者等が，補助金等の他の用途への使用をし，その他補助事業等に

関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の

処分に違反したときは，補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

２ 各省各庁の長は，間接補助事業者等が，間接補助金等の他の用途への使用をし，その他間接補助事

業等に関して法令に違反したときは，補助事業者等に対し，当該間接補助金等に係る補助金等の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

３ 前２項の規定は，補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用が

あるものとする。

４ 第８条の規定は，第１項又は第２項の規定による取消をした場合について準用する。

（補助金等の返還）

第１８条 各省各庁の長は，補助金等の交付の決定を取り消した場合において，補助事業等の当該取消

に係る部分に関し，すでに補助金等が交付されているときは，期限を定めて，その返還を命じなけれ

ばならない。

２ 各省各庁の長は，補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において，すでにその額

をこえる補助金等が交付されているときは，期限を定めて，その返還を命じなければならない。

３ 各省各庁の長は，第１項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消が前条第２項の規定によ

るものである場合において，やむを得ない事情があると認めるときは，政令で定めるところにより，

返還の期限を延長し，又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

（加算金及び延滞金）

， ，第１９条 補助事業者等は 第１７条第１項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し

補助金等の返還を命ぜられたときは，政令で定めるところにより，その命令に係る補助金等の受領の

日から納付の日までの日数に応じ，当該補助金等の額（その一部を納付した場合におけるその後の期

間については，既納額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を国に

納付しなければならない。
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２ 補助事業者等は，補助金等の返還を命ぜられ，これを納期日までに納付しなかつたときは，政令で

定めるところにより，納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ，その未納付額につき年１０．９

５パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。

３ 各省各庁の長は，前２項の場合において，やむを得ない事情があると認めるときは，政令で定める

ところにより，加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

（他の補助金等の一時停止等）

第２０条 各省各庁の長は，補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ，当該補助金等，加算金又は延

滞金の全部又は一部を納付しない場合において，その者に対して，同種の事務又は事業について交付

すべき補助金等があるときは，相当の限度においてその交付を一時停止し，又は当該補助金等と未納

付額とを相殺することができる。

（徴収）

第２１条 各省各庁の長が返還を命じた補助金等又はこれに係る加算金若しくは延滞金は，国税滞納処

分の例により，徴収することができる。

， 。２ 前項の補助金等又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は 国税及び地方税に次ぐものとする

第５章 雑則

（理由の提示）

第２１条の２ 各省各庁の長は，補助金等の交付の決定の取消し，補助事業等の遂行若しくは一時停止

の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは，当該補助事業者等に対してその理由

を示さなければならない。

（財産の処分の制限）

第２２条 補助事業者等は，補助事業等により取得し，又は効用の増加した政令で定める財産を，各省

各庁の長の承認を受けないで，補助金等の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，

又は担保に供してはならない。ただし，政令で定める場合は，この限りでない。

（立入検査等）

第２３条 各省各庁の長は，補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは，補助事

業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ，又は当該職員にその事務所，事業場等に立ち

入り，帳簿書類その他の物件を検査させ，若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の職員は，その身分を示す証票を携帯し，関係者の要求があるときは，これを提示しなければ

ならない。

３ 第１項の規定による権限は，犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

（不当干渉等の防止）

第２４条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する国又

は都道府県の職員は，当該事務を不当に遅延させ，又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な

限度をこえて不当に補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して干渉してはならない。

（行政手続法の適用除外）

第２４条の２ 補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分については，行政手続法（平成５年法律第

８８号）第２章及び第３章の規定は，適用しない。

（不服の申出）

第２５条 補助金等の交付の決定，補助金等の交付の決定の取消，補助金等の返還の命令その他補助金

等の交付に関する各省各庁の長の処分に対して不服のある地方公共団体（港湾法（昭和２５年法律第

２１８号）に基く港務局を含む。以下同じ ）は，政令で定めるところにより，各省各庁の長に対し。

て不服を申し出ることができる。

２ 各省各庁の長は，前項の規定による不服の申出があつたときは，不服を申し出た者に意見を述べる

機会を与えた上，必要な措置をとり，その旨を不服を申し出た者に対して通知しなければならない。

３ 前項の措置に不服のある者は，内閣に対して意見を申し出ることができる。

（事務の実施）

第２６条 各省各庁の長は，政令で定めるところにより，補助金等の交付に関する事務の一部を各省各

庁の機関に委任することができる。

２ 国は，政令で定めるところにより，補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行うこととす

ることができる。

３ 前項の規定により都道府県が行うこととされる事務は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２条第９項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外）

第２６条の２ この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続については，行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１号）第３条及び第４条の規定は，適用

しない。

（電磁的記録による作成）

第２６条の３ この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている申請書等

（申請書，書類その他文字，図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。次条において同じ ）については，当該申請書等に記載すべき事項を記録した電。

磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られ

る記録であつて，電子計算機による情報処理の用に供されるものとして各省各庁の長が定めるものを

いう。次条第１項において同じ ）の作成をもつて，当該申請書等の作成に代えることができる。こ。

の場合において，当該電磁的記録は，当該申請書等とみなす。

（電磁的方法による提出）

第２６条の４ この法律又はこの法律に基づく命令の規定による申請書等の提出については，当該申請

書等が電磁的記録で作成されている場合には，電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であつて各省各庁の長が定めるものをいう。次項において同じ ）。

をもつて行うことができる。

２ 前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは，当該申請書等の提出を受

けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべ

き者に到達したものとみなす。

（適用除外）

第２７条 他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に基き交付する補助金等に

関しては，政令で定めるところにより，この法律の一部を適用しないことができる。

（政令への委任）

第２８条 この法律に定めるもののほか，この法律の施行に関し必要な事項は，政令で定める。

第６章 罰則

第２９条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け，又は間接補助金等の交付若しくは融通

を受けた者は，５年以下の懲役若しくは１００万円以下の罰金に処し，又はこれを併科する。

２ 前項の場合において，情を知つて交付又は融通をした者も，また同項と同様とする。

第３０条 第１１条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使

用をした者は，３年以下の懲役若しくは５０万円以下の罰金に処し，又はこれを併科する。

第３１条 次の各号の一に該当する者は，３万円以下の罰金に処する。

一 第１３条第２項の規定による命令に違反した者

二 法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者

三 第２３条の規定による報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，検査を拒み，妨げ，若しくは忌避

し，又は質問に対して答弁せず，若しくは虚偽の答弁をした者

（ 。 。）第３２条 法人 法人でない団体で代表者又は管理人の定のあるものを含む 以下この項において同じ

の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又は人の業務に関し，前

３条の違反行為をしたときは，その行為者を罰するほか，当該法人又は人に対し各本条の罰金刑を科

する。

２ 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合においては，その代表者又は管理人が訴訟行為に

つきその団体を代表するほか，法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第３３条 前条の規定は，国又は地方公共団体には，適用しない。

２ 国又は地方公共団体において第２９条から第３１条までの違反行為があつたときは，その行為をし

た各省各庁の長その他の職員又は地方公共団体の長その他の職員に対し，各本条の刑を科する。

附 則 抄

１ この法律は，公布の日から起算して３０日を経過した日から施行する。ただし，昭和２９年度分以

前の予算により支出された補助金等及びこれに係る間接補助金等に関しては，適用しない。

２ この法律の施行前に補助金等が交付され，又は補助金等の交付の意思が表示されている事務又は事

業に関しては，政令でこの法律の特例を設けることができる。
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資料６
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（抄）

昭和３０年９月２６日政令第２５５号

（補助金等の交付の申請の手続）
第３条 法第５条の申請書には，次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 補助事業等の目的及び内容
三 補助事業等の経費の配分，経費の使用方法，補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂

行に関する計画
四 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

（ ，五 その他各省各庁の長 新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の補助金等に関してはその総裁
農畜産業振興事業団，新エネルギー・産業技術総合開発機構，日本中央競馬会又は運輸施設整備事業団
の補助金等に関してはこれらの理事長とする。以下同じ ）が定める事項。
２ 前項の申請書には，次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。

一 申請者の営む主な事業
二 申請者の資産及び負債に関する事項
三 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者，負担額及び負

担方法
四 補助事業等の効果
五 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
六 その他各省各庁の長が定める事項

３ 第１項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は，各
省各庁の長の定めるところにより，省略することができる。

（事業完了後においても従うべき条件）
第４条 各省各庁の長は，補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には，その交付の条件
として，補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。

（事情変更による決定の取消ができる場合）
第５条 法第１０条第２項に規定する政令で定める特に必要な場合は，補助事業者等又は間接補助事業
者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができな
いこと，補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によつてまかな
われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業
等を遂行することができない場合（補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合
を除く ）とする。。

（決定の取消に伴う補助金等の交付）
第６条 法第１０条第３項の規定による補助金等は，次に掲げる経費について交付するものとする。

一 補助事業等に係る機械，器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
二 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費

２ 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については，法第１
０条第１項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

（補助事業等の遂行の一時停止）
第７条 各省各庁の長は，法第１３条第２項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合に
おいては，補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための
措置を各省各庁の長の指定する期日までにとらないときは，法第１７条第１項の規定により当該補助金
等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を，明らかにしなければならない。

（国の会計年度終了の場合における実績報告）
第８条 法第１４条後段の規定による補助事業等実績報告書には，翌年度以降の補助事業等の遂行に関
する計画を附記しなければならない。ただし，その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となつた計
画に比して変更がないときは，この限りでない。

（補助金等の返還の期限の延長等）
第９条 法第１８条第３項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一
部の取消は，補助事業者等の申請により行うものとする。
２ 補助事業者等は，前項の申請をしようとする場合には，申請の内容を記載した書面に，当該補助事
業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困
難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて，これを各省各庁の長に提出しなけれ
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ばならない。
３ 各省各庁の長は，法第１８条第３項 の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の

全部若しくは一部の取消をしようとする場合には，財務大臣に協議しなければならない。
４ 新東京国際空港公団若しくは地域振興整備公団の総裁又は農畜産業振興事業団，新エネルギー・産
業技術総合開発機構，日本中央競馬会若しくは運輸施設整備事業団の理事長は，法第１８条第３項の規
定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとする場合

， ， ，には 前項の規定にかかわらず 新東京国際空港公団又は運輸施設整備事業団にあつては国土交通大臣
地域振興整備公団又は新エネルギー・産業技術総合開発機構にあつては経済産業大臣，農畜産業振興事
業団又は日本中央競馬会にあつては農林水産大臣の承認を受けなければならない。
５ 国土交通大臣，農林水産大臣又は経済産業大臣は，前項の承認をしようとする場合には，財務大臣
に協議しなければならない。

（加算金の計算）
第１０条 補助金等が２回以上に分けて交付されている場合における法第１９条第１項の規定の適用に
ついては，返還を命ぜられた額に相当する補助金等は，最後の受領の日に受領したものとし，当該返還
を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは，当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さか
のぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
２ 法第１９条第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において，補助事業者等の納
付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは，その納付金額は，まず当該返還を命ぜら
れた補助金等の額に充てられたものとする。

（延滞金の計算）
第１１条 法第１９条第２項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において，返還を命ぜ
られた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは，当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の
計算の基礎となるべき未納付額は，その納付金額を控除した額によるものとする。

（加算金又は延滞金の免除）
第１２条 第９条の規定は，法第１９条第３項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除に
ついて準用する。この場合において，第９条第２項中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は
融通の目的を達成するため」とあるのは 「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えるも，
のとする。

（処分を制限する財産）
第１３条 法第２２条に規定する政令で定める財産は，次に掲げるものとする。

一 不動産
二 船舶，航空機，浮標，浮さん橋及び浮ドック
三 前二号に掲げるものの従物
四 機械及び重要な器具で，各省各庁の長が定めるもの
五 その他各省各庁の長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

（財産の処分の制限を適用しない場合）
第１４条 法第２２条ただし書に規定する政令で定める場合は，次に掲げる場合とする。

一 補助事業者等が法第７条第２項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国に納
付した場合

二 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した
場合
２ 第９条第３項から第５項までの規定は，前項第二号の期間を定める場合について準用する。

（不服の申出の手続）
第１５条 法第２５条第１項の規定により不服を申し出ようとする者は，当該不服の申出に係る処分の
通知を受けた日（処分について通知がない場合においては，処分があつたことを知つた日）から３０日
以内に，当該処分の内容，処分を受けた年月日及び不服の理由を記載した不服申出書に参考となるべき
書類を添えて，これを当該処分をした各省各庁の長（法第２６条第１項の規定により当該処分を委任さ
れた機関があるときは当該機関とし，同条第２項の規定により当該処分を行うこととなつた都道府県の
知事又は教育委員会があるときは当該知事又は教育委員会とする。以下この条において同じ ）に提出。
しなければならない。
２ 各省各庁の長は，通信，交通その他の状況により前項の期間内に不服を申し出なかつたことについ
てやむを得ない理由があると認める者については，当該期間を延長することができる。
３ 各省各庁の長は，第一項の不服の申出があつた場合において，その申出の方式又は手続に不備があ
るときは，相当と認められる期間を指定して，その補正をさせることができる。
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交通
☆地下鉄／半蔵門駅（半蔵門線）：１番出口から徒歩５分
　　　　　　 　永田町駅（有楽町線・半蔵門線・南北線）：４番出口から徒歩７分
☆都バス／（晴海埠頭－四ッ谷駅）：三宅坂下車徒歩３分

 

国立劇場

最 高 裁 判 所

演芸場

国 会 図 書 館

伝統芸能

情報舘


	表紙・目次
	【１～18】募集概要
	【19】提出書類
	【20～37】記入例
	【38～43】記入例（会計状況調書）
	【44～49】資料１
	【50～51】資料２
	【52】資料３
	【53】資料４
	【54～58】資料５
	【59～60】資料６
	案内図
	基金部案内図



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


